
Title フォクランド島の歸屬問題 (三)
Sub Title
Author 板倉, 卓造(Itakura, Takuzō)

Publisher 慶應義塾大学法学研究会
Publication

year
1934

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.13, No.1 (1934. 3) ,p.1- 32 

JaLC DOI
Abstract
Notes
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-19340330-0001

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


第
十
三
巻

第
一
號

フ
ォ
ク
ラ
ン
ド
島
の
蹄
厨
問
題
（
ε

板
　
倉

卓
　
遣

（1）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

　
余
は
英
國
が
一
七
七
四
年
フ
曹
ク
ラ
ソ
ド
島
か
ら
撤
兵
し
て
以
來
、
何
等
同
勘
の
上
k
有
敷
な
る
先
占
の
取
得
権

を
維
持
す
る
と
ε
な
く
、
全
然
無
爲
に
醐
八
三
二
年
に
至
る
前
後
五
十
鹸
年
を
塞
遍
し
て
ゐ
る
審
賀
に
徴
し
、
英
國

は
一
旦
先
占
k
依
て
取
得
し
π
ε
繕
す
る
フ
索
ク
ラ
y
ド
島
を
其
霊
十
鹸
年
の
聞
に
放
棄
し
π
も
の
ε
認
め
る
の
で

あ
る
が
辱
之
は
決
し
て
余
が
濁
断
の
一
私
言
で
は
な
い
。
9
ソ
ド
リ
蓼
の
如
き
も
亦
放
棄
醗
を
支
持
す
る
も
の
で
あ

る
。
彼
は
『
英
國
の
守
傭
兵
が
一
七
七
四
年
西
フ
ォ
ク
ラ
ソ
ド
島
を
放
棄
し
た
ε
き
、
彼
等
は
英
國
旗
を
播
げ
て
縫
き

　
　
　
　
　
，
†
タ
，
ン
群
禽
の
蝉
陸
圃
聞
”
鷺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鱒

法
　
學
　
研
　
究



（2）

　
　
　
　
　
7
オ
ク
，
ソ
ド
漸
の
露
閥
聞
慰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昌

且
つ
フ
ォ
ク
ラ
ソ
ド
島
は
國
王
ジ
．
讐
ジ
三
世
の
合
法
な
る
斯
籏
で
あ
る
ε
曇
ム
慧
味
の
告
示
を
、
鉛
板
に
刻
歩
込
ん

で
之
を
墾
塁
に
打
着
け
て
澄
く
≧
ε
に
依
て
、
英
國
王
の
権
利
を
留
保
せ
ん
ε
企
圏
し
た
の
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
輔

八
三
二
年
に
至
，
英
國
は
ア
〃
ゼ
ソ
チ
ソ
共
和
國
の
嚴
重
な
抗
議
に
竜
狗
ら
ず
樽
び
該
島
を
占
領
し
た
の
で
あ
る
。

然
れ
ど
も
右
の
俊
塁
k
淺
し
て
置
い
沈
苦
示
を
以
て
、
其
問
の
登
年
月
を
通
じ
て
英
國
が
該
島
を
再
取
得
す
る
慧
思

あ
る
ヒ
霊
の
十
分
の
睡
明
で
あ
る
ε
は
去
ふ
こ
ε
は
出
楽
な
い
。
況
し
て
興
爆
愚
は
哺
七
八
一
年
k
は
破
壊
さ
れ
て

ゐ
π
も
の
、
如
く
な
る
に
於
て
を
や
。
故
に
一
七
七
四
年
k
は
英
國
が
持
て
⑳
た
か
も
知
れ
な
い
一
切
の
穫
利
は
、

輔
八
三
二
年
以
前
既
に
久
し
く
放
棄
さ
れ
た
も
の
ε
云
へ
や
う
』
ε
云
つ
て
ゐ
る
（
魔
＆
ざ
ざ
月
ぎ
》
β
・
計
憲
皇
裟
隣

O
O
く
o
嘗
臼
O
旨
o
h
騨
鼻
箋
彗
山
磁
窪
簿
o
蔓
日
目
言
o
彗
彗
皇
a
ピ
窪
5
電
・
蝋
P
鴇
）
。
而
し
て
リ
ソ
ド
リ
，
が
放
棄
詮

を
支
持
す
る
理
由
は
『
後
日
再
占
傾
す
る
の
意
思
表
示
が
撤
退
に
俘
ム
て
行
は
れ
π
揚
合
で
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
占
餌

の
物
理
的
康
棄
が
相
當
の
傘
月
を
経
遇
し
た
後
、
や
が
て
完
全
な
る
放
棄
に
進
展
す
る
こ
ピ
を
阻
止
す
る
に
十
分
な

も
の
で
は
な
ψ
』
電
云
ム
に
在
る
（
謹
血
｝
℃
」
o
）
。
此
織
に
於
て
も
余
の
私
見
ε
糞
然
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
然
る
に
鼓
に
異
説
を
成
す
も
の
が
あ
る
。
コ
7
ペ
ソ
ハ
U
ゲ
ソ
大
學
の
ム
，
ラ
奪
藪
授
は
共
輔
人
で
あ
る
。
即
ち

彼
は
完
全
な
る
撤
退
は
勿
論
、
官
憲
の
引
揚
叉
は
其
他
の
方
法
に
依
て
植
民
地
の
放
棄
が
行
は
る
、
之
ε
を
認
め
、

一
七
一
二
年
オ
ラ
y
ダ
が
絶
7
リ
チ
ャ
ヌ
島
を
放
棄
し
た
の
を
、
後
年
フ
ラ
ソ
ス
人
が
無
主
地
ε
し
て
占
領
し
、
一
八
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噸
O
年
英
國
が
同
島
を
征
服
す
る
設
で
維
持
し
た
ε
云
ふ
先
例
を
一
方
に
認
め
て
ゐ
む
に
拘
ら
ず
、
『
之
に
反
し
て

フ
ォ
ク
ラ
ン
ド
島
（
一
七
七
四
年
ー
扁
八
三
二
年
）
ε
デ
ラ
ゴ
ァ
灘
（
一
八
七
五
年
）
は
英
國
及
び
ボ
ル
ト
ガ
ル
k
依
て

各
々
最
後
的
に
放
棄
き
れ
た
も
の
ε
は
認
め
ら
れ
な
か
つ
π
。
蓋
し
是
等
の
國
家
は
彼
等
が
其
官
憲
を
引
揚
げ
ね
ピ

き
k
、
占
領
の
放
棄
は
決
定
的
な
も
の
で
な
い
≧
ε
を
衷
示
し
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
』
ぜ
諏
ふ
の
で
あ
る
。
　
（
》
器
一

晟
臼
『
び
『
富
彗
銭
o
慧
一
卜
麗
箋
一
昌
憎
o
欝
o
程
α
箋
畦
｝
評
暮
ト
娼
‘
＝
ざ
き
δ
嘗
碧
巴
暮
氏
芝
声
客
・
ギ
暫
詳
）
。
虜

が
彼
は
先
占
に
依
る
無
主
地
の
取
得
に
就
て
は
有
敷
な
る
占
領
（
o
串
＆
頴
畿
鎧
器
）
を
以
て
す
可
き
を
鵠
め
、
現
實

の
先
占
に
は
其
地
の
上
k
季
和
定
秩
序
を
維
持
す
る
に
足
る
十
分
の
實
力
を
具
ふ
る
官
憲
を
設
置
せ
ね
ぱ
な
ら
澱
こ

ピ
が
近
代
の
要
件
で
あ
る
ε
説
き
、
往
時
の
如
く
翠
な
る
土
地
の
登
見
や
、
國
旗
の
掲
揚
や
、
叉
は
移
民
だ
け
で
は

十
分
で
な
く
、
叉
學
術
的
逡
征
除
の
涙
遣
、
氣
象
壷
も
し
く
は
無
線
電
信
斯
の
設
置
等
の
如
き
を
以
て
し
て
も
不
十

分
で
あ
る
ミ
附
言
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
（
謹
亀
舳
署
』
郵
H
胡
）
。
彼
の
此
所
説
を
以
て
す
れ
ば
少
な
く
ε
も
フ
ォ
ク

ラ
ソ
ド
島
（
デ
ラ
ゴ
ァ
溌
峯
件
は
本
論
に
無
關
係
ピ
し
て
）
が
現
實
有
敷
の
占
領
を
俘
は
ざ
る
に
狗
ら
ず
、
專
ら
英
國

側
の
意
思
の
み
を
偏
重
し
て
之
を
依
然
英
領
ε
是
認
し
て
ゐ
る
前
言
は
、
明
臼
に
矛
盾
す
る
竜
の
ε
云
は
ね
ぱ
な
ら

な
ψ
。
但
し
彼
は
有
敷
の
占
領
を
要
件
ε
す
る
の
は
專
ら
近
代
の
例
で
あ
つ
て
『
有
敷
な
る
占
領
は
、
之
を
國
際
法
の

歴
更
に
徴
す
る
k
、
遙
に
愚
去
k
渤
る
建
き
は
謹
代
k
於
け
る
よ
ム
も
少
程
度
で
十
分
で
あ
る
』
ピ
す
る
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
7
オ
ク
，
ソ
ド
廊
の
欝
購
閥
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
昌
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7
オ
タ
ラ
γ
ド
島
の
厳
艦
画
繕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

（
螢
斜
唱
一
ご
）
。
依
て
近
代
刷
瞭
決
の
先
占
に
關
す
る
原
則
を
、
一
七
七
四
隼
よ
り
哺
八
三
二
年
k
竃
る
フ
ォ
タ
ラ

γ
ド
島
事
件
に
適
用
す
る
ζ
ε
が
餐
雷
噂
あ
る
か
否
か
ε
云
ム
疑
間
が
鼓
に
起
づ
て
楽
る
の
で
あ
る
。

　
艶
疑
問
に
一
慮
答
へ
て
澄
く
≧
ピ
は
本
論
の
逡
行
上
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
，
晶
ト
ス
レ
撃
キ
も
亦
先
占
の
問
題

に
關
し
て
『
凡
そ
権
原
は
筍
も
そ
れ
が
生
じ
た
時
代
に
於
け
る
國
際
法
の
駅
態
に
依
釦
釧
断
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
』

（
妻
霧
費
ざ
」
暮
6
彗
9
博
魯
弘
騨
ぎ
評
答
お
サ
肖
お
）
這
寓
ム
が
如
く
、
元
兼
時
代
の
痩
蓬
ε
共
に
愛
蓬
し
て
止
愛

ざ
る
國
際
法
に
在
う
て
は
、
其
時
々
に
起
る
問
題
の
露
理
は
其
現
に
起
れ
る
時
代
に
通
用
し
て
ゐ
る
原
則
叉
は
規
則

を
以
て
す
る
ヒ
ε
の
當
然
で
あ
る
の
は
申
す
2
で
も
な
く
、
殊
に
先
占
の
有
敷
に
關
す
る
原
則
に
歪
て
は
．
畿
に
前

k
も
輔
言
し
た
や
う
k
、
古
來
少
な
く
ε
も
三
愛
蓬
を
経
て
今
日
に
及
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
（
フ
ォ
警
シ
奪
ユ
の

如
き
は
其
愛
蓬
を
四
期
に
細
別
し
て
ゐ
る
。
悶
霊
9
竃
9
肩
藍
蒜
留
α
輔
鼻
ぎ
富
触
躊
ぎ
器
一
讐
葛
9
β
ト
℃
ヤ
α
o。
略

ε
い
）
近
代
の
原
則
を
以
て
上
代
の
悶
題
を
批
判
す
る
≧
ε
の
不
當
で
あ
る
の
は
勿
論
で
あ
る
。
だ
か
ら
前
掲
ム
『
ラ

璽
の
説
に
、
有
敷
の
先
占
は
蓮
讃
に
湖
る
に
從
つ
て
近
代
よ
♪
唱
少
程
度
で
十
分
で
あ
る
蜜
去
つ
て
ゐ
る
の
は
、
疋

に
共
蓮
，
で
あ
る
。
然
ら
ぱ
再
び
本
論
に
立
離
つ
て
フ
ォ
ク
ラ
ソ
ド
島
の
上
に
英
國
が
多
年
有
敷
の
占
領
を
縫
績
し

な
か
つ
た
こ
ε
は
、
以
て
嘗
時
の
國
際
法
、
即
ち
十
八
世
紀
後
期
か
ら
十
九
世
綿
初
期
の
間
に
行
は
れ
だ
國
際
法
の
先

占
に
依
る
版
囹
取
得
の
有
敷
條
件
に
照
し
て
、
同
島
を
放
棄
し
た
も
の
ε
は
認
め
ら
れ
な
い
で
あ
ら
う
か
。
之
を
明
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か
k
す
る
爲
に
は
當
時
の
國
際
法
學
者
蓮
が
共
斯
謂
有
敷
條
件
を
如
何
に
解
し
て
ゐ
る
か
を
見
る
こ
ε
を
以
て
、
最

も
簡
便
且
つ
適
切
ピ
信
ず
る
に
依
ウ
、
恰
も
ヨ
U
ロ
．
バ
に
於
け
る
十
八
世
紀
後
期
か
ら
十
九
世
紀
初
期
の
問
に
、

順
々
に
出
で
た
る
三
人
の
代
表
的
國
際
法
學
者
の
所
読
を
．
絃
に
引
用
す
る
の
が
實
置
の
便
法
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
嗣
一

　
（
叫
）
く
舞
匹
の
説
－
英
國
が
フ
ォ
ク
ラ
ソ
ド
島
を
始
め
て
占
領
し
た
の
は
一
七
六
六
年
叉
は
六
七
年
で
、
そ
れ

か
ら
完
全
に
撤
逞
し
て
占
領
を
屡
し
た
の
は
一
七
七
四
卑
で
あ
る
が
、
當
時
行
は
れ
π
國
際
法
の
先
占
に
關
す
る
有

数
僚
件
ε
し
て
、
フ
ォ
，
シ
ー
昌
の
説
に
擦
れ
ぱ
『
十
八
世
紀
の
末
葉
に
於
て
新
し
讐
進
化
が
現
は
れ
泥
。
翠
な
る

覆
見
や
、
杢
名
の
占
領
で
は
最
早
や
完
発
な
る
穫
原
を
支
持
す
る
に
は
不
十
分
ε
な
つ
た
。
殆
ピ
凡
て
の
學
者
は
其

畿
見
地
を
領
有
す
る
の
明
白
な
る
意
思
を
伸
へ
る
有
敷
の
占
領
た
る
≧
ε
を
要
件
ε
し
、
占
領
の
事
實
の
立
鐙
法
ε

し
て
、
前
代
に
行
は
れ
た
や
う
な
十
字
架
や
標
柱
を
建
て
た
ウ
、
碑
銘
を
残
し
た
タ
す
る
≧
ε
の
便
値
を
否
認
し
て
、

曾
て
ロ
蓼
マ
法
皇
の
勅
許
が
有
歎
條
件
ε
さ
れ
た
こ
ε
の
最
早
や
無
用
で
あ
る
の
ε
同
檬
で
あ
る
ε
し
た
。
・
・
；
だ

か
ら
多
く
の
航
海
者
は
前
の
探
瞼
者
の
置
ψ
て
往
つ
ね
紀
念
物
を
何
等
奪
重
し
な
か
つ
ね
の
で
あ
る
』
）
寄
蓉
匡
5

謹
血
讐
噂
・
9
0
。
）
。
而
し
て
此
フ
ォ
警
シ
蓼
ユ
の
説
を
鐙
厨
す
る
も
の
は
ヅ
ァ
，
テ
ル
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ン
グ
〃
の
名
著

（
U
ε
謬
α
窪
σ
壁
窪
切
）
は
國
際
法
學
に
於
て
曾
て
は
『
外
交
官
の
法
典
』
（
冨
9
号
島
窃
麟
旨
富
諺
銭
窪
誘
）
ピ
稀
せ
ら

　
　
　
　
　
7
オ
ク
ラ
ン
ド
島
の
齢
躍
罵
岡
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
灘
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7
オ
ク
ラ
γ
ド
鳥
の
薦
屋
藺
四
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

れ
、
又
今
日
樹
ほ
大
に
奪
重
せ
ら
る
、
竜
の
で
あ
る
が
、
其
初
版
の
出
た
の
は
軸
七
竃
八
隼
で
オ
ラ
ヅ
ダ
の
ラ
イ
デ

ン
か
ら
出
版
せ
ら
れ
（
或
は
云
ふ
彼
の
生
國
ス
ゥ
イ
ス
の
ヌ
屡
シ
ャ
、
7
ル
ε
右
ラ
イ
ヂ
γ
か
ら
同
時
に
禺
版
さ
れ
た

ε
）
第
二
版
は
一
七
七
三
年
に
ヌ
聖
シ
ャ
テ
ル
か
ら
、
第
三
版
は
一
七
七
五
年
に
ア
ム
ス
プ
ル
ダ
ム
か
ら
、
第
四
版
は

輔
八
二
〇
年
バ
リ
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
其
後
一
八
三
三
年
、
三
八
年
、
六
三
年
等
の
新
版
に
於
て
、
後
の
學
者
に
依

う
註
寵
せ
ら
れ
て
績
行
さ
れ
て
ゐ
る
。
（
此
書
の
各
版
繊
版
年
次
ε
出
版
地
ε
共
増
訂
に
就
て
は
薯
し
い
異
詮
が
あ
る

け
れ
ご
も
、
叢
に
は
問
題
外
で
あ
る
か
ら
概
説
す
る
に
止
め
て
置
く
）
。
即
ち
此
戯
版
年
次
に
見
る
如
く
プ
ァ
．
テ
ル

の
著
書
は
恰
も
フ
ォ
ク
ラ
ソ
ド
島
察
件
の
駿
生
前
後
か
ら
其
事
件
の
進
行
何
十
年
を
蓮
じ
て
、
ヨ
ー
ロ
．
．
ハ
に
流
行
し

柁
も
の
で
あ
る
か
ら
、
毒
件
の
醤
時
に
行
は
れ
だ
國
際
法
學
者
の
厨
詮
を
知
る
に
は
、
彼
の
薯
書
ぼ
ど
適
嘗
な
も
の

は
な
い
。
そ
≧
で
ヅ
ァ
ッ
テ
ル
は
曰
く
、

『
航
海
者
等
輝
彼
等
の
君
主
の
命
を
帯
び
て
登
見
の
航
海
に
出
で
、
無
人
瓶
態
に
在
る
島
叉
は
英
他
の
土
地
に
幽
適

　
つ
た
ε
き
、
自
國
の
名
に
於
て
之
を
領
得
し
た
。
而
し
て
若
し
遽
に
現
實
の
領
得
（
猛
o
噌
脇
。
邑
自
菰
亀
o
）
が
次

　
ψ
て
行
は
る
、
な
ら
ぱ
、
此
構
原
は
通
常
奪
重
せ
ら
れ
た
』
（
塗
店
一
㈱
8
楠
）
。

ヴ
ァ
，
テ
ル
は
更
に
曰
く

　
『
國
際
法
が
無
住
地
の
上
に
一
凹
の
領
有
穗
蜜
主
椹
を
認
め
る
の
は
．
該
國
が
其
土
地
に
植
民
を
爲
し
叉
は
實
瞭
に
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之
を
使
用
す
る
等
、
現
實
且
つ
實
際
に
之
を
占
領
す
る
（
0
8
鶴
葱
。
・
菰
象
o
旨
。
旨
9
分
黛
貯
）
場
合
に
限
る
。
だ
か

　
ら
實
際
に
も
航
海
者
が
無
佳
地
を
登
見
し
た
電
き
、
既
に
他
國
の
航
海
者
が
偶
々
何
等
か
の
紀
念
物
を
置
ψ
て
、

　
占
頒
の
識
ε
す
る
≧
ε
が
あ
つ
て
も
、
そ
れ
は
恰
も
曾
て
ロ
『
マ
法
皇
が
ス
ペ
ィ
ン
ε
ボ
ル
ト
ガ
ル
の
問
に
世
界

　
の
大
部
分
を
分
割
せ
し
め
た
塵
分
ε
同
様
k
、
後
の
航
海
者
は
斯
る
塞
虚
の
儀
式
を
尊
重
し
な
か
つ
た
（
酵
皇
㈱

8
。。
）

　
（
二
）
　
P
周
●
蜜
脚
博
o
諺
の
説
ー
グ
，
三
フ
轟
〃
テ
ソ
ス
の
眉
器
駐
身
身
鼻
儀
窃
α
q
o
富
登
＆
畦
ま
留

一
．
国
縄
o
需
は
フ
ラ
ン
ス
文
を
以
て
す
る
初
版
が
輔
七
八
八
年
に
出
版
さ
れ
た
。
一
七
九
七
年
に
ド
イ
ッ
丈
の
初
版
を

出
だ
し
、
フ
ラ
ン
ス
交
の
第
二
版
が
一
八
O
鳳
年
に
出
た
。
カ
ル
ヴ
ォ
の
書
に
擦
れ
ぱ
、
此
警
は
『
ヨ
奮
ロ
．
パ
の

諸
國
間
で
承
認
せ
ら
れ
た
國
際
法
の
最
も
完
全
な
る
著
書
冠
し
て
長
ψ
聞
㊥
重
せ
ら
れ
て
ゐ
た
騒
の
で
あ
る
か
ら

（
ρ
ギ
9
9
＆
o
醤
ぎ
留
島
3
一
二
9
畦
轟
浄
話
一
）
十
八
世
総
末
期
か
ら
十
九
世
紀
初
期
に
か
け
て
の
國
際
法
を
読
炉

セ
代
表
的
著
作
の
最
も
有
力
な
も
の
、
一
ピ
見
倣
す
≧
ε
が
出
奈
る
。
而
し
て
マ
ル
テ
ン
ス
が
『
先
占
が
宥
晶
双
に
行

は
る
、
爲
の
必
要
條
件
』
ε
し
て
説
く
所
は
、
正
し
く
近
代
國
際
法
學
説
ε
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
彼
は
曰

く
、

　
『
先
占
が
可
能
で
あ
る
ε
し
て
も
荷
ほ
そ
れ
は
有
敷
に
行
は
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
旗
得
の
事
實
ε
當
該
目
的

　
　
　
　
　
7
オ
ク
ラ
ン
ド
島
の
飾
口
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
転
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7
オ
タ
，
ン
ド
跨
の
麟
題
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

　
物
を
餌
有
す
る
の
明
白
な
る
意
思
ピ
が
合
致
し
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
ψ
。
鷺
に
國
家
の
意
思
を
宣
言
し
た
璽
け

　
で
は
、
丁
度
η
警
マ
法
皇
の
賜
與
叉
は
二
國
問
の
條
約
ε
同
様
に
、
偽
國
を
し
て
興
間
題
の
目
的
物
の
使
用
叉
は

　
占
領
を
禁
ず
る
の
義
務
を
負
は
し
め
る
k
は
十
分
で
な
炉
。
輩
に
最
初
或
勘
叉
は
其
他
の
地
を
登
見
叉
は
立
寄
つ

　
た
慮
云
ム
事
實
に
止
2
う
．
然
竜
後
に
之
を
放
棄
し
セ
の
で
は
、
筍
も
領
得
ピ
共
意
思
の
雨
者
の
永
績
的
鐙
跡
を

　
範
さ
な
ψ
以
上
、
國
家
閥
の
承
認
を
得
る
に
は
不
十
分
ε
思
は
れ
る
』
（
崔
鼻
禦
く
希
押
＆
も
」
、
爾
瑠
）

　
（
三
）
　
因
峯
ぴ
R
の
説
ー
ク
リ
ウ
バ
婁
の
著
書
ピ
窃
身
o
騨
α
窃
鵯
諾
彗
鼠
窪
譜
o
留
一
．
国
霞
o
需
は
前
二
者
の

名
薯
に
比
ぶ
る
ε
き
は
稽
や
劣
る
も
の
ε
せ
ら
れ
る
け
れ
ど
、
街
ほ
當
時
に
於
け
る
鋼
際
法
の
代
表
的
薯
作
の
輔
髭

る
を
失
は
な
ψ
。
此
書
は
一
八
一
九
年
ス
ツ
．
ト
ガ
ル
ト
で
フ
ラ
ソ
ス
文
の
初
版
を
出
版
せ
ら
れ
、
二
与
後
に
劉
イ

ツ
丈
の
増
訂
版
が
出
た
。
鼓
に
引
用
す
る
も
の
は
後
年
オ
ッ
ト
（
O
ε
が
右
ド
イ
ッ
版
に
依
釦
壇
訂
し
π
フ
ラ
ソ
ス

版
に
擦
つ
た
の
で
あ
る
。

　
『
凡
そ
先
占
に
依
て
物
を
取
得
す
る
に
は
、
翠
に
意
恩
を
有
す
る
に
止
ま
ウ
、
叉
は
輩
純
な
糟
紳
的
領
得
を
以
て
し

　
セ
讐
け
で
は
で
十
分
で
な
ψ
．
即
ち
先
占
の
意
思
の
宣
言
は
他
國
が
有
敷
に
行
ム
π
先
占
以
前
に
之
を
爲
し
て
も
、

　
そ
れ
は
十
分
で
は
な
い
。
そ
れ
は
先
づ
現
實
に
占
領
（
隷
亀
o
臣
o
暮
0
8
壱
伽
）
凌
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
蓋
し
物

　
の
上
に
排
地
的
権
利
を
得
て
、
凡
て
第
三
者
を
し
て
之
を
犯
さ
讐
る
義
務
を
負
は
し
む
る
も
の
は
｝
に
箆
條
件
に
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依
る
の
で
あ
る
』
（
ま
亀
｝
ゆ
嵩
α
）
◎

　
ヴ
7
．
テ
ル
の
初
版
が
出
た
の
は
一
七
蔵
八
年
で
、
英
國
が
フ
†
ク
ラ
ソ
ド
島
を
始
め
て
占
顧
し
た
ε
き
（
輔
七
六

五
、
六
年
）
か
ら
七
・
八
年
前
で
あ
ウ
、
又
同
島
か
ら
完
全
に
徹
兵
し
た
一
七
七
四
年
の
英
前
年
に
第
二
版
が
出
た
。

マ
〃
ヲ
ソ
ス
の
初
版
が
出
た
の
は
岡
七
八
八
年
で
、
フ
ォ
ク
ラ
ン
ド
島
は
其
歎
年
前
（
一
七
七
六
、
七
年
）
既
に
ス
ペ
イ

ン
の
占
領
に
蹄
し
、
又
ス
ペ
ィ
ン
ε
英
國
ε
の
問
に
同
島
に
關
す
る
ナ
ソ
葺
レ
ソ
ツ
ォ
條
約
の
出
來
た
一
七
九
〇
年

か
ら
二
年
前
で
あ
る
。
ク
リ
ウ
バ
7
の
初
版
が
出
た
の
は
一
八
一
九
年
で
、
其
翌
年
に
は
ア
ル
ぜ
ソ
チ
ソ
が
フ
寂
ク

ラ
y
ド
島
を
正
式
に
其
領
土
に
編
入
し
、
一
八
三
三
年
英
國
の
再
占
領
の
ε
き
か
ら
醗
に
十
飴
隼
も
以
前
で
あ
る
。

即
ち
是
等
代
表
的
國
際
法
學
者
の
藩
書
が
ヨ
婁
ロ
．
パ
に
行
は
れ
て
ゐ
る
其
最
中
及
び
其
前
後
に
、
フ
ォ
ク
ラ
ン
ド
島

事
件
が
英
國
ε
ス
ペ
イ
ソ
間
、
及
び
英
國
ε
ア
ル
ぜ
ソ
チ
ソ
問
に
起
っ
た
の
で
あ
つ
て
、
然
電
三
者
何
れ
竜
先
占
に

依
る
版
圖
の
取
得
に
は
現
實
の
占
領
を
嚴
重
な
る
要
件
ε
す
る
一
鐵
を
力
読
す
る
に
於
て
恰
も
増
致
し
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。
然
ら
ば
前
記
ウ
エ
ス
ト
穿
キ
が
云
ム
如
く
國
際
法
上
の
問
題
は
其
時
代
の
國
際
法
に
依
て
鋼
噺
せ
ら
れ
訟
ぱ

な
ら
臓
ε
し
て
も
、
ム
登
ラ
奮
の
言
の
如
く
箕
要
件
は
前
代
に
醐
る
に
從
つ
て
少
程
度
で
可
い
ε
云
ふ
読
は
、
少
な

く
ε
も
英
國
の
フ
ォ
ク
ラ
ソ
ド
島
先
占
に
は
決
し
て
當
て
は
ま
ら
な
塾
こ
ε
に
な
る
。
果
し
て
然
ら
ば
最
初
の
占
領

後
玉
十
絵
年
問
の
久
し
き
に
亘
つ
て
何
等
現
實
の
占
領
を
維
拷
し
な
か
つ
た
英
國
は
、
フ
ォ
ク
ラ
ン
ド
島
に
樹
し
て
先

　
　
　
　
　
，
オ
ク
ラ
ン
ド
島
の
麟
厨
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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7
オ
ク
ラ
ン
ド
島
の
鍮
罵
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

占
に
依
る
完
全
な
る
取
得
橿
を
主
張
す
る
費
格
は
な
い
。
從
9
て
英
國
は
共
五
十
籐
年
聞
に
同
島
に
封
す
る
先
占
の

取
得
権
を
放
棄
し
た
も
の
ε
見
る
雛
が
當
然
支
持
せ
ら
れ
勲
ぱ
な
ら
搬
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
廟
二

　
期
く
の
如
く
に
し
て
放
棄
せ
ら
れ
た
フ
牙
ク
ラ
ソ
ド
島
は
再
び
無
主
地
ε
な
つ
た
の
で
あ
る
が
、
併
し
放
棄
説
を

唱
ム
る
フ
ン
ド
リ
登
は
翠
に
英
國
は
フ
ォ
ク
ラ
ソ
ド
島
を
放
棄
し
た
も
の
で
あ
る
三
調
ふ
に
止
ま
ウ
、
其
放
棄
後
同

島
は
何
れ
の
國
に
移
つ
記
か
、
叉
英
國
が
今
日
如
何
に
し
て
再
び
同
島
を
爾
有
す
る
に
至
つ
た
か
に
麓
て
は
一
言
喝

脱
明
し
て
ゐ
な
い
。
余
は
英
國
の
放
棄
後
同
島
は
ス
ペ
イ
ソ
の
手
を
経
て
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
領
ε
な
つ
た
も
の
で
あ
る

ピ
し
、
英
國
が
今
日
現
に
之
を
慨
有
し
て
ゐ
る
の
は
、
典
始
め
ア
ル
ゼ
ン
チ
ソ
か
ら
略
奪
し
た
も
の
で
あ
る
ζ
ピ
を

信
ず
る
の
で
あ
る
が
■
、
其
略
奪
の
葬
法
行
爲
が
如
何
に
し
て
今
日
合
法
化
せ
ら
る
、
に
至
つ
た
か
、
其
経
愚
を
説
く

前
に
一
旦
英
國
が
放
棄
し
た
フ
ォ
ク
ラ
ソ
ド
島
を
ス
ペ
ィ
ソ
、
從
つ
て
ア
ル
ゼ
ソ
チ
ソ
が
領
有
す
る
k
至
つ
た
共
穗

原
の
理
論
的
根
擦
を
明
か
に
し
て
置
く
の
が
順
序
で
あ
る
。

　
凡
そ
他
國
に
主
穰
を
移
韓
す
る
≧
ε
な
く
し
て
餌
土
を
放
棄
す
る
ε
き
は
、
其
放
棄
し
た
ピ
き
か
ら
該
頒
土
は
痩

じ
て
無
主
の
地
ε
な
る
。
一
旦
先
占
に
依
て
取
得
し
か
け
た
も
の
を
、
後
日
そ
の
取
得
穫
を
放
棄
し
た
土
地
が
再
ぴ

完
全
な
る
無
主
地
ε
な
る
の
は
一
授
朋
自
の
≧
ε
で
あ
る
。
斯
く
し
て
無
主
の
地
ε
な
つ
た
も
の
は
先
占
の
目
的
物
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ピ
な
る
の
で
あ
る
か
ら
。
他
國
か
有
敷
に
先
占
す
る
ε
き
は
其
土
地
は
以
後
當
該
國
家
の
版
圖
ε
し
て
取
得
せ
ら
れ

る
。
併
し
放
秦
せ
ら
れ
π
土
地
を
先
占
に
依
て
取
得
す
る
に
は
、

　
1
　
其
土
地
は
何
時
か
ら
放
棄
さ
れ
た
か
、

　
2
　
先
占
は
何
時
か
ら
有
敷
に
行
は
れ
た
か
、

が
明
瞭
に
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
然
ら
ざ
れ
ば
往
々
先
占
の
敷
力
に
就
て
他
國
ε
の
問
に
紛
躰
を
生
ず
る
恐
れ

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
、

　
そ
こ
で
ス
ペ
イ
《
從
つ
て
ア
ル
ぜ
ソ
チ
ソ
が
フ
ォ
ク
ラ
ソ
ド
島
を
領
土
ピ
し
て
取
得
す
る
に
至
つ
た
こ
ε
を
謹

明
す
る
爲
に
は
、
芙
國
は
果
し
て
何
時
同
島
に
封
す
る
取
得
穫
を
放
棄
し
た
の
で
あ
る
か
を
、
先
づ
明
自
に
し
て
置

く
必
要
が
あ
る
。

　
U
七
七
四
年
英
國
が
同
島
か
ら
完
全
に
撤
兵
し
た
こ
ε
に
就
て
は
疑
問
は
な
ψ
。
然
ら
ぱ
英
國
は
同
年
を
以
て
フ
ォ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
コ
ヶ
あ

ク
ラ
ソ
ド
島
を
放
棄
し
た
も
の
ε
認
め
ら
れ
る
か
ε
云
ム
に
、
其
撤
兵
に
際
し
残
し
て
置
い
た
駈
謂
『
領
有
の
記
鐙

　
シ
ゲ
ヴ
か
さ

ε
標
謹
』
に
徴
す
れ
ぱ
、
英
國
は
嘗
時
決
し
て
之
を
放
秦
す
る
の
意
愚
な
ぞ
毛
頭
な
か
つ
た
の
は
無
論
、
依
然
引
績

き
自
國
の
鎮
土
ε
し
て
保
有
す
る
の
明
白
な
る
決
意
を
積
極
的
に
表
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
ス
ペ
イ
ソ
は

右
英
國
の
撤
兵
後
輔
七
七
六
、
七
年
か
ら
八
一
年
に
至
る
問
に
同
島
の
占
領
を
事
實
上
に
完
成
し
惚
。
艶
事
實
は
以

　
　
　
　
　
，
オ
タ
ラ
γ
ド
鱒
の
露
鱈
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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7
オ
ク
ラ
ン
ド
露
の
鹸
働
脇
｝
闘
”
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

嗣
二

て
英
国
の
放
秦
ε
ス
ペ
イ
ン
の
先
占
的
取
得
を
立
謹
す
る
も
の
ε
解
せ
ら
れ
る
か
三
翫
ふ
k
、
英
國
の
撤
兵
（
輔
七

七
四
年
）
ε
ス
ペ
イ
ソ
の
占
餌
完
成
（
一
七
八
一
年
）
冠
の
間
に
は
僅
に
七
、
八
年
を
輝
過
し
て
ゐ
る
に
遍
ぎ
な
い
の
で

あ
る
か
ら
、
此
程
度
の
短
年
月
を
以
て
英
國
が
同
島
に
封
す
る
取
得
穫
を
纂
實
上
に
噺
念
し
た
も
の
ε
認
む
る
に
は

饒
k
性
急
早
計
に
失
す
る
。
前
に
も
一
書
し
た
蓮
う
放
棄
に
は
放
棄
の
意
思
ビ
纂
實
ε
が
併
存
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な

い
の
で
あ
つ
て
、
放
棄
の
事
實
は
あ
つ
て
竜
意
恩
が
之
に
俘
ふ
こ
冠
を
十
分
推
定
さ
れ
な
け
れ
ぱ
、
放
棄
ピ
認
む
る

主
張
は
有
力
で
は
な
い
。
故
に
英
國
が
撤
兵
し
泥
ε
云
ム
事
實
の
み
を
以
て
、
未
だ
僅
に
七
・
八
年
を
経
過
す
る
k
愚

ぎ
な
い
間
に
、
英
國
に
放
棄
の
意
思
が
あ
る
ε
測
駈
す
る
の
は
、
英
國
の
眞
意
を
公
都
に
付
度
し
詫
も
の
で
は
な
ψ
。

否
な
英
國
は
そ
れ
か
ら
竃
十
鹸
年
の
後
に
至
つ
て
竜
荷
ほ
放
棄
の
意
思
な
く
、
同
鳥
は
依
然
自
旗
で
あ
る
電
抗
孚
し

で
ぬ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
英
國
側
の
意
思
を
奪
重
す
れ
ぱ
（
實
際
に
放
棄
し
た
竣
實
は
後
年
有
力
k
詮
明
す
る
こ
ピ

は
出
來
て
も
）
果
し
て
何
年
竜
し
く
は
何
年
頃
に
完
全
に
放
棄
し
た
も
の
蜜
麗
む
可
き
か
ε
曇
ム
其
年
時
を
明
示
す

る
こ
ε
は
到
底
不
可
能
で
あ
ら
う
。
若
し
そ
れ
が
不
可
能
で
あ
る
冠
す
れ
ぱ
、
フ
ォ
ク
ラ
ソ
ド
島
が
何
時
無
主
の
地

ピ
な
つ
て
、
ス
ペ
イ
ン
が
そ
れ
を
何
時
か
ら
先
占
紀
依
て
取
得
し
た
も
の
で
あ
る
か
竜
亦
明
示
す
る
≧
ピ
は
出
凍
な

い
ヒ
ε
に
な
る
。

　
併
し
土
地
の
領
有
國
が
其
土
地
の
上
の
領
有
槽
を
、
明
示
の
意
思
を
以
て
放
棄
せ
ず
、
然
も
亭
實
上
盆
は
何
時
し
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か
之
を
放
棄
し
て
し
設
つ
て
ゐ
る
ヒ
ε
に
依
て
、
他
國
が
新
に
之
を
版
圖
ε
し
て
取
得
す
る
揚
合
に
、
典
放
棄
の
時

期
を
明
破
に
す
る
≧
ピ
が
出
廉
な
い
に
拘
ら
ず
、
完
全
有
敷
に
取
得
し
た
も
の
ε
認
め
ら
れ
た
例
は
古
奈
決
し
て
少

な
し
ε
し
な
ψ
。
其
中
で
フ
ォ
ク
ラ
ン
ド
島
事
件
ε
略
ぼ
同
時
代
で
且
つ
其
封
手
國
も
亦
同
襟
に
英
國
霊
ス
ペ
イ
ソ

で
あ
つ
た
今
の
英
傾
ホ
ソ
ヂ
晶
ラ
ス
事
件
な
る
も
の
は
、
鼓
k
引
用
す
る
に
最
も
適
當
な
先
例
の
一
で
あ
る
。

　
今
の
英
領
ホ
ソ
ヂ
轟
ラ
ス
は
も
ε
ス
ペ
イ
ソ
の
鎮
有
で
あ
つ
π
。
一
七
八
六
年
の
ロ
ソ
ド
ン
條
約
に
於
て
、
英
國
の

同
地
住
民
が
ス
ペ
イ
ソ
政
府
か
ら
或
種
の
核
利
を
奥
へ
ら
れ
て
ぬ
陀
こ
ε
に
依
て
、
欝
時
に
於
け
る
ス
ペ
イ
ン
の
領

有
権
が
瞳
明
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
一
セ
九
八
年
k
至
て
ホ
ソ
ヂ
晶
ラ
ス
に
於
け
る
英
人
ε
ス
ペ
イ
ン
人
蜜
の

問
に
孚
闘
を
生
じ
泥
結
果
、
途
に
ス
ペ
イ
ソ
人
は
同
地
か
ら
引
揚
げ
た
。
後
年
或
訴
訟
事
魯
に
關
し
て
、
英
國
の
最

高
裁
劃
所
た
る
根
密
院
に
於
け
る
到
決
に
擦
れ
ぱ
、
一
七
九
八
年
ま
で
は
『
該
地
の
主
梅
が
ス
ペ
イ
ン
王
に
麗
し
て

ゐ
π
と
ε
は
明
白
で
あ
る
。
・
3
・
然
る
に
爾
奈
ス
ペ
ィ
ソ
は
共
権
力
を
候
復
す
可
き
何
等
の
企
圏
も
爲
さ
ず
、
從
t

其
鎮
有
模
は
暗
蹴
に
放
棄
せ
ら
れ
π
も
の
ε
解
さ
れ
る
。
尤
も
ス
ペ
イ
ッ
政
府
が
結
局
そ
の
領
土
を
放
棄
し
た
も
の

ε
云
ふ
可
き
正
確
な
時
期
並
に
英
國
王
が
其
土
地
の
上
に
領
土
主
穫
を
占
得
し
彪
時
期
は
共
に
明
確
で
は
な
い
。
叉

メ
ペ
イ
γ
主
権
の
放
棄
ε
英
國
主
樫
の
占
得
ε
の
問
に
は
、
確
に
隔
が
あ
つ
た
や
う
で
あ
る
が
、
薬
隔
の
年
数
も
之

を
定
め
難
い
』
ε
し
、
併
し
少
な
く
ε
も
一
八
一
七
年
頃
に
は
莫
國
は
畿
に
該
地
の
上
詫
領
有
権
を
占
得
し
て
ゐ
だ

　
　
　
　
　
7
脅
ク
ラ
ン
ド
臨
仰
の
鵬
岬
懸
”
胤
”
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
冒
一
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7
オ
ク
ラ
ン
ド
島
の
謄
薗
”
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凶
四

ピ
認
め
て
ゐ
る
（
疑
且
ざ
ど
黛
瓢
u
つ
岩
）
。
即
ち
此
一
例
k
依
る
竜
放
棄
の
時
期
竜
明
確
な
ら
ず
叉
新
に
領
有
槽

を
得
た
時
期
も
明
確
で
な
ψ
に
拘
ら
ず
、
地
國
に
依
て
放
棄
3
れ
だ
土
地
を
後
に
或
國
が
版
圖
ε
し
て
取
得
す
る
こ

ε
の
あ
る
可
き
は
實
例
の
存
す
る
所
で
あ
る
。
故
に
フ
ォ
ク
ラ
ソ
ド
島
に
就
て
も
英
國
が
之
を
放
棄
し
た
時
期
並
に

ス
ペ
イ
ン
が
之
を
取
得
し
た
時
期
ε
も
に
不
明
確
で
あ
つ
て
も
、
叉
そ
の
放
棄
ε
取
得
ε
の
間
の
隔
が
幾
年
で
あ
つ

泥
か
・
そ
れ
も
不
明
確
で
あ
る
に
し
て
翫
菱
イ
ζ
其
縫
承
者
た
る
ア
峯
享
暴
多
年
に
亙
て
有
敷
に
領

有
し
て
ゐ
陀
事
實
の
覆
明
に
徴
し
て
、
フ
ォ
ク
ラ
ソ
ド
島
が
ス
ペ
イ
ソ
、
從
て
ア
ル
ゼ
ソ
チ
ソ
の
蟹
土
ε
な
つ
て
ぬ

泥
こ
ε
k
少
し
の
疑
も
な
ψ
。
而
し
て
放
棄
に
依
て
無
主
の
地
ε
な
つ
た
も
の
を
、
版
圖
ε
し
て
取
得
す
る
の
は
先

占
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
典
放
棄
ε
先
占
の
年
月
に
就
て
は
、
今
圓
こ
れ
を
明
示
す
る
こ
ε
が
困
難
で
あ

る
ε
レ
て
福
、
少
な
く
ε
も
輔
八
三
三
年
英
國
が
フ
ォ
ク
ラ
ン
ド
島
を
再
占
領
し
ね
嘗
時
に
は
、
既
に
多
年
に
亘
つ

て
同
島
が
ア
ル
ゼ
ソ
チ
ソ
傾
で
あ
つ
π
こ
ε
を
、
先
占
の
梅
原
に
依
て
読
明
し
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
昌

　
フ
ォ
ク
ラ
ソ
ド
島
が
英
圓
の
放
棄
に
依
て
ス
ペ
イ
ソ
の
領
有
に
離
し
、
更
k
ア
〃
ゼ
ソ
チ
ソ
が
ス
ペ
イ
ソ
か
ら
典

領
有
権
を
糧
承
し
た
も
の
ピ
せ
ば
、
哺
八
三
三
年
英
國
が
同
島
に
軍
艦
を
涙
遣
し
て
、
ア
ル
ゼ
ソ
チ
ソ
の
守
備
除
を

追
出
し
、
代
つ
て
之
を
再
占
領
し
て
以
來
今
日
ま
で
百
年
の
聞
に
、
ア
ル
ゼ
ソ
チ
ソ
を
除
く
全
世
界
の
諸
國
か
ら
何
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時
し
か
英
領
ε
公
昭
せ
ら
る
、
に
至
つ
ね
其
一
八
三
三
年
の
所
謂
再
占
領
の
開
始
は
、
明
か
に
ア
ル
ぜ
ソ
チ
ソ
の
領

土
を
暴
力
に
依
て
賂
森
し
た
≧
ピ
k
な
る
。
英
國
が
同
島
は
本
家
自
領
で
あ
る
の
を
翠
に
取
戻
し
た
に
愚
ぎ
な
い
ε

云
ふ
の
は
道
理
の
通
ら
ぬ
抗
僻
で
あ
る
。
同
島
は
疾
に
ア
〃
ぜ
ン
チ
ン
の
所
領
淀
属
し
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

で
は
最
初
飽
國
の
領
土
を
賂
奪
に
依
て
取
得
し
た
も
の
が
、
今
日
ご
う
し
て
合
法
的
に
英
領
ε
一
般
に
公
認
せ
ら
る

、
に
至
つ
た
の
で
あ
る
か
。
凡
そ
他
國
の
餌
土
を
自
國
の
版
國
ε
し
て
取
得
す
る
に
は
、
譲
渡
（
O
＄
。
・
凶
窪
）
の
方
法

に
依
る
≧
ε
が
あ
る
。
併
し
フ
ォ
ク
ラ
ソ
ド
島
は
英
國
が
ア
ル
ゼ
ソ
チ
ン
か
ら
割
譲
濃
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
更
k

飽
の
取
得
の
一
方
法
は
職
雫
に
依
る
征
服
（
2
9
西
義
鼻
身
0
9
彊
畠
脅
）
で
あ
る
。
併
し
當
時
に
於
て
英
國
が
ア
ル

ゼ
ソ
チ
ソ
ε
開
載
し
て
フ
ォ
ク
ラ
ソ
ド
島
を
征
服
合
併
し
た
竜
の
で
な
ψ
ヒ
ε
竜
亦
明
瞭
で
あ
る
。
そ
こ
で
余
は
之

を
時
敷
（
ギ
o
魯
暑
臨
o
呂
に
依
て
解
繹
す
る
の
外
は
な
い
も
の
ε
信
ず
る
。

　
然
ら
ば
國
際
法
上
、
版
圖
取
得
の
一
方
法
ε
し
て
の
時
敷
ε
は
何
ぞ
や
。

　
時
致
の
定
義
k
就
て
學
者
の
説
を
一
々
吟
味
す
る
こ
冠
は
避
け
る
。
オ
．
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
定
義
は
他
の
學
者
に
依

て
屡
引
用
せ
ら
れ
る
斯
で
あ
る
か
ら
、
便
宜
上
鼓
に
借
用
し
て
余
の
私
見
に
代
へ
る
≧
ε
に
す
る
o
即
ち
オ
ッ
ペ
ソ

ハ
ィ
ム
の
定
義
に
擦
れ
ぽ
．
時
敷
ε
は
『
事
物
の
現
駅
が
國
際
秩
厚
に
適
合
す
る
竜
の
ピ
云
ふ
一
般
の
信
念
を
、
歴
史

的
曇
蓮
の
カ
の
下
に
生
ぜ
し
む
る
に
必
要
な
る
だ
け
の
期
間
に
亘
う
、
或
土
地
の
上
に
問
断
な
く
且
つ
妨
害
な
く
主

　
　
　
　
7
オ
ク
，
ン
ド
島
の
露
罵
問
慰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
露
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フ
オ
ク
ラ
γ
ド
勘
の
露
働
圃
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

纏
を
行
ム
こ
ξ
に
依
て
、
其
土
地
の
上
に
主
権
を
獲
得
す
る
』
を
紫
ふ
（
O
麗
静
。
ぎ
」
馨
窺
轟
誉
轟
一
ビ
脚
辞
く
9
ト

サ
晶
9
噂
斜
婆
o
鋳
）
。
此
定
義
は
大
騰
國
際
法
學
者
の
周
に
異
読
の
な
い
勝
で
あ
る
が
、
古
楽
の
學
者
中
國
際
法
上
の

時
教
を
否
定
す
る
竜
の
が
少
な
く
な
い
。
噌
々
そ
れ
等
の
否
定
説
を
列
暴
す
る
こ
ε
は
煩
に
堪
へ
な
い
し
、
叉
そ
の
否

定
読
を
成
す
學
者
の
中
艦
は
一
論
擦
の
甚
だ
不
明
瞭
な
も
の
も
あ
る
の
で
、
之
k
就
て
詳
説
す
る
の
は
無
罐
の
徒
鯵
で

あ
る
か
ら
、
共
中
で
最
も
饗
領
を
得
て
ゐ
る
も
の
二
説
だ
け
墨
げ
て
見
る
こ
電
に
す
る
。

　
（
一
）
　
罵
食
讐
富
o
の
説
i
メ
リ
一
一
ヤ
，
ク
は
時
敷
の
條
件
ε
期
間
を
定
む
る
に
國
際
條
約
叉
は
慣
側
上
、
何

等
の
規
則
（
拙
魅
o
）
も
存
し
な
い
か
ら
、
國
家
問
に
は
時
敷
を
認
む
る
こ
蜜
は
繊
兼
な
い
ε
云
つ
て
居
る
。
（
↓
蕎
寂

“
o
昏
o
津
℃
昏
属
o
剛
濤
o
ヨ
器
一
畠
昌
U
窪
風
伽
旨
o
娼
霞
餓
孕
℃
ヤ
奮
で
鳶
oo
）

　
（
二
）
　
層
o
菖
R
o
団
の
詮
・
I
ー
ポ
｝
，
ロ
イ
は
多
く
の
否
定
論
者
中
そ
の
論
欝
の
最
竜
明
瞭
な
竜
の
で
あ
る
が
、
彼

の
説
を
要
約
す
れ
ぱ
、

　
1
　
國
内
法
の
時
敷
を
以
て
國
際
問
の
時
致
を
類
推
す
る
こ
ε
は
禺
奈
な
ψ
。
蓋
し
國
内
法
で
は
他
人
が
物
の
合

浅
な
る
所
有
者
の
権
利
を
侵
轡
し
た
場
合
，
其
所
有
者
の
穫
利
を
主
張
確
認
せ
し
む
る
に
適
嘗
な
る
司
法
的
手
段
が

あ
る
。
然
る
に
共
合
法
の
所
有
者
が
是
等
の
司
法
的
手
段
あ
る
に
拘
ら
ず
、
叫
定
の
期
間
中
に
其
手
段
に
講
へ
ず
、

之
を
行
使
す
る
こ
ε
を
怠
る
に
於
て
は
、
其
後
に
至
て
櫨
利
を
主
張
す
る
も
取
上
げ
ら
れ
な
ψ
。
即
ち
梅
利
を
蜜
驚
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に
し
て
肚
會
の
季
和
ε
秩
序
を
増
進
す
る
爲
に
．
元
は
僥
轡
者
で
あ
つ
て
も
其
者
の
取
得
穣
が
叢
に
時
敷
に
依
て
繕

封
な
も
の
ε
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
之
に
反
し
て
國
際
聞
に
は
他
國
の
頭
土
を
不
法
に
奪
ふ
た
も
の
が
あ
る
場
合
、

之
を
救
済
す
る
途
は
全
然
存
し
な
い
。
之
を
救
濟
す
る
に
は
武
力
に
訴
ム
る
の
外
な
く
、
英
票
は
正
義
公
遣
に
照
し

て
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
斯
う
云
ム
状
態
の
下
に
在
つ
て
は
合
法
の
領
有
國
が
典
本
楽
の
権
利

を
主
張
す
る
こ
ピ
を
怠
つ
て
ゐ
た
ε
す
る
の
は
不
當
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
故
載
雫
に
蔀
へ
な
い
か
ε
去
ム
こ
ε
に
な

る
か
ら
で
あ
る
。

　
2
　
國
家
閥
の
時
敷
に
は
莫
期
間
の
何
等
明
確
な
制
限
を
定
め
た
も
の
が
な
ψ
。
國
内
法
の
取
得
時
敷
に
は
そ
れ

み
、
輔
定
し
た
期
問
が
明
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
此
一
定
し
た
期
問
の
明
示
こ
そ
時
敷
の
根
本
婆
件
で
あ
つ
て
、
然
ら
ぎ

れ
ぱ
そ
れ
は
一
k
事
實
問
題
に
臆
し
て
、
問
題
毎
k
医
々
驚
る
を
冤
か
れ
な
い
。
即
ち
國
際
法
上
こ
れ
を
決
す
る
規

則
（
三
〇
）
が
な
ψ
ε
す
れ
ば
、
誰
が
之
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
か
、
窺
占
得
者
は
之
を
占
得
し
た
以
礁
の
期
闘
で
十

分
で
あ
る
ε
蓉
ひ
、
元
の
頷
有
漕
は
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
冠
云
あ
て
孚
ム
に
相
蓮
な
ψ
ε
す
れ
ぱ
、
結
局

≧
れ
を
決
す
る
も
の
は
武
力
よ
り
外
に
は
な
い
Z
ε
k
な
る
。

　
3
　
各
國
が
自
國
の
利
害
上
、
何
時
で
も
無
観
し
て
顧
み
な
b
や
う
な
規
則
（
琶
。
）
を
國
際
法
の
規
期
ピ
呼
ぷ
こ

ピ
は
出
來
な
い
。
一
切
の
掲
合
に
凡
て
の
國
が
逡
守
す
る
規
則
を
綜
合
し
て
國
際
法
を
構
成
す
る
竜
の
ε
云
ム
の
で

　
　
　
　
　
7
オ
ク
ヲ
ン
ド
山
陶
の
』
踊
鰭
”
概
”
鯛
脚
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鱒
七
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フ
オ
ク
，
ン
ド
島
の
麟
局
問
駕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

あ
る
が
、
時
敷
の
規
則
は
さ
う
で
は
な
い
。
ヨ
▼
ロ
，
パ
の
歴
史
に
は
時
敷
を
否
定
し
た
實
例
が
多
々
あ
る
。
七
年

載
役
は
フ
レ
デ
ソ
．
ク
大
王
が
シ
レ
ジ
ヤ
を
侠
復
す
る
爲
に
始
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
典
シ
ン
夢
ヤ
は
其
以
前
何
十

年
間
オ
警
ス
ト
ソ
ヤ
に
燭
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
否
な
ヨ
蓼
ロ
．
パ
に
は
時
敷
ε
正
反
野
の
主
義
が
現
に
勢
力
を
得

ん
ε
し
て
ゐ
る
。
民
族
主
義
は
即
ち
そ
れ
で
あ
る
。
此
主
義
の
前
に
は
從
楽
の
王
朝
も
政
府
も
國
境
も
一
蹴
せ
ら
れ

て
、
ヨ
婁
◎
ッ
パ
の
地
圃
は
書
愛
へ
ら
れ
つ
、
あ
る
。
イ
タ
リ
ヤ
王
國
の
出
現
は
英
凶
例
に
過
ぎ
な
い
。
即
ち
古
來

の
諸
公
國
も
諸
主
國
も
、
忽
ち
影
を
没
し
て
、
人
民
は
一
新
王
國
k
合
併
さ
れ
た
。
そ
れ
ぱ
か
ウ
で
は
顧
い
。
例
へ
ぽ

ヅ
昌
ネ
チ
ヤ
は
一
七
九
七
年
の
カ
ム
ポ
・
フ
ォ
ル
ミ
オ
條
約
以
來
オ
，
メ
ト
リ
ヤ
の
支
配
に
罵
し
、
一
八
輔
玉
年
の
諸

條
約
k
依
て
確
認
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
つ
た
が
、
斯
く
て
前
後
約
七
十
年
間
オ
智
ス
ト
リ
ヤ
の
斯
籏
で
あ
つ
た
の
を
．

後
年
イ
タ
リ
ヤ
王
國
が
出
現
す
る
や
、
何
等
ヴ
呂
ネ
チ
ヤ
に
封
す
る
要
求
権
の
存
せ
ざ
る
に
拘
ら
ず
、
職
孚
の
威
嚇

k
依
て
途
に
イ
タ
リ
ヤ
k
合
併
さ
れ
た
。
然
も
此
行
爲
を
全
ヨ
｝
ロ
，
パ
は
賦
渦
し
だ
の
み
か
繕
讃
さ
へ
し
た
の
で

あ
る
。
之
に
類
す
る
貸
例
は
他
に
幾
ら
で
も
あ
る
（
瓢
9
弩
。
8
回
言
。
彗
鋒
o
莚
一
騎
零
貯
奨
馨
亀
尾
S
8
a
ぎ
伽

び
鳩
箋
o
o
日
o
臣
o
ざ
増
・
罵
争
一
い
o
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
嗣
四

　
多
く
の
時
敷
否
定
説
中
ボ
マ
，
ロ
イ
の
醗
は
正
し
く
傾
鷺
す
る
に
足
る
論
擦
を
有
し
て
ゐ
る
。
併
し
不
幸
に
し
て



（19）

そ
れ
は
古
來
大
多
歎
の
國
際
法
學
者
に
依
て
は
支
持
さ
れ
て
ゐ
な
い
。

　
ー
　
ボ
マ
7
ロ
イ
の
第
凶
の
論
鮎
は
、
私
法
的
に
國
際
法
を
見
ん
ε
す
る
誤
に
隔
つ
て
ゐ
る
。
專
ら
私
法
的
に
見

る
ε
き
は
國
際
法
の
諸
原
則
叉
は
鰭
規
則
中
蛋
當
な
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
こ
ε
は
何
人
も
孚
は
な
い
斯
で
あ
る
し
、

然
も
そ
れ
が
國
際
法
の
私
法
ε
特
異
な
織
で
あ
る
。
例
へ
ぱ
私
法
で
は
契
約
の
有
数
な
る
爲
に
は
當
事
者
の
意
思
の

自
由
を
要
件
ピ
す
る
に
反
し
、
國
際
法
R
於
て
は
講
和
條
約
は
毎
度
戦
勝
國
が
職
敗
國
に
強
要
し
て
調
印
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
國
際
法
上
の
時
敷
が
私
法
上
の
時
敷
の
條
件
又
は
宴
素
を
鮫
く
も
の
ε
し
て
、
そ
れ
に
依
る
領
土
の
取

得
を
否
鵠
き
れ
る
な
ら
ば
、
職
畢
の
講
和
條
約
k
依
る
領
土
の
割
譲
も
亦
否
認
ぷ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
國
際
法
上
の

諸
規
則
叉
は
諸
原
則
を
私
法
的
に
解
灘
す
る
≧
ε
の
出
來
澱
所
以
で
あ
る
。

　
國
際
法
に
版
圏
取
得
の
一
方
法
ε
し
て
時
敷
を
認
め
る
こ
ε
の
理
論
に
就
て
は
古
凍
の
學
者
中
に
麗
々
の
説
が
あ

る
。
最
も
古
い
読
に
從
へ
ぱ
永
年
主
槽
を
行
は
な
い
も
の
は
自
ら
之
を
放
棄
し
だ
裾
の
冠
推
定
せ
ら
れ
る
ε
曇
ふ
の

で
あ
る
。
併
し
此
読
の
所
謂
放
棄
が
若
し
領
土
の
取
得
國
の
爲
に
行
は
れ
だ
も
の
で
あ
れ
ぱ
、
そ
れ
は
護
渡
で
あ
蚕
、

若
し
輩
純
の
放
棄
で
あ
れ
ぱ
、
典
領
土
は
爾
後
無
主
の
地
ε
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
之
を
取
得
す
る
の
は
先
占
に
依

る
も
の
で
あ
る
。
故
に
放
棄
読
は
時
敷
の
理
論
を
読
開
す
る
も
の
で
は
な
い
。
飽
の
読
忙
從
へ
ぱ
國
家
は
傾
土
を
占

得
し
セ
後
、
其
慮
に
安
露
秩
序
を
維
持
し
、
典
地
の
繁
榮
を
塘
逡
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
怠
慢
な
る
元
の
領
有
者

　
　
　
　
　
7
オ
ク
，
ン
ド
島
の
麟
馬
閲
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
”
施
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7
オ
ク
ラ
ン
ド
島
の
麟
臆
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇

を
彿
し
て
或
種
の
権
利
を
獲
得
す
可
き
竜
の
で
あ
る
ε
云
ム
の
で
あ
る
。
併
し
そ
れ
に
依
て
或
種
の
穫
利
を
獲
得
す

る
こ
ε
が
あ
る
に
し
て
も
、
主
権
そ
の
も
の
を
確
立
し
髭
も
の
ε
す
る
に
は
輪
擦
が
不
十
分
で
あ
る
。
今
日
國
際
法

上
の
時
敷
を
認
む
る
大
多
歎
の
藁
者
の
一
致
す
る
理
論
は
、
國
際
秩
序
の
安
定
を
必
要
ε
し
て
支
持
せ
ら
れ
る
の
で

あ
つ
て
、
或
期
闘
の
経
魍
後
、
國
家
の
穫
利
を
安
定
せ
し
む
る
ヒ
ピ
が
挙
和
を
維
持
す
る
爲
に
國
際
庭
會
の
利
盆
で

あ
る
二
調
ふ
に
在
る
。
即
ち
或
領
土
が
摺
國
に
蹄
属
す
る
の
で
あ
る
か
、
何
時
設
で
竜
之
を
不
安
定
の
鹸
態
に
置
く

の
は
常
k
國
際
苓
和
の
鍋
因
を
成
し
、
國
際
秩
序
を
不
安
k
す
る
竜
の
で
あ
る
か
ら
、
領
有
渚
を
明
確
に
す
る
必
要

上
、
時
敷
の
制
度
を
誕
め
ね
ば
な
ら
瞭
ε
云
ふ
の
が
其
主
π
る
論
擦
で
あ
る
（
団
器
鼻
践
P
諜
亀
一
づ
ど
ヤ
濃
櫨
）
．
故

に
ポ
マ
U
ロ
イ
が
國
際
法
上
の
時
敷
を
否
認
し
つ
、
、
然
も
國
内
法
上
の
時
敷
を
以
て
権
利
を
安
定
に
し
て
就
會
の

奉
和
ε
秩
序
を
増
進
す
る
爲
k
鶴
め
ら
れ
る
も
の
ε
す
る
の
ε
、
其
理
論
の
根
撫
は
全
然
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

ノ
U
〃
ウ
呂
，
ε
ス
ウ
ニ
ア
ソ
の
海
上
國
擁
紛
雫
事
件
に
關
す
る
ハ
聖
グ
國
際
仲
裁
々
釧
は
門
國
際
法
に
て
は
現
に
存

立
し
且
つ
古
き
起
原
を
有
す
る
事
物
の
秩
序
は
、
成
る
可
く
之
を
痩
更
す
る
こ
ε
を
避
く
可
き
も
の
で
あ
る
ε
す
る

の
が
．
確
立
せ
る
一
原
則
で
あ
る
』
ε
て
國
際
法
の
上
時
敷
の
原
則
を
確
認
し
て
ゐ
る
（
因
蟄
8
F
臼
ぽ
ピ
塁
斜
注

ギ
o
o
a
畦
o
o
剛
H
暮
o
彗
鉢
剛
o
蕃
一
↓
ユ
び
§
匙
㎝
二
，
o
氏
肋
a
9
一
識
8
｝
サ
もo
昌
）
。

　
2
　
國
際
法
の
時
数
に
は
之
に
依
て
椹
原
を
生
せ
し
む
る
に
必
要
な
る
一
定
の
期
問
を
定
め
た
規
則
（
さ
ぎ
）
が
な
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い
ピ
云
ム
の
が
、
國
際
法
の
時
敷
を
否
認
ず
る
論
者
の
最
有
力
な
る
論
擦
ε
す
る
所
で
あ
つ
て
、
ポ
マ
驚
リ
イ
の
如

き
は
此
輔
織
を
以
て
國
際
法
の
時
敷
読
に
封
し
『
全
然
致
命
的
』
（
愛
匙
暮
o
鵯
穿
巽
）
だ
ピ
す
る
の
で
あ
る
（
ぎ
臼
9
0
ざ

醐
駿
島
一
喝
』
嬉
）
。
前
掲
メ
リ
昌
ヤ
ジ
ク
も
亦
期
問
ご
條
件
に
關
し
て
條
約
上
に
も
慣
例
上
k
も
何
等
の
規
則
（
菰
σ
q
げ
）
が

な
ψ
こ
ε
を
以
て
之
を
否
昭
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
曾
て
メ
キ
シ
コ
ε
米
國
ピ
の
閥
の
欝
鵜
賂
麟
事
件
k
關
す
る

樋
九
〇
二
年
の
ハ
，
グ
國
際
仲
裁
々
判
に
於
て
も
、
時
敷
の
諸
規
則
（
み
吼
霧
）
は
寡
ら
民
法
の
範
園
に
属
し
、
國
際

間
の
紛
孚
に
は
適
用
せ
ら
る
、
も
の
で
は
な
い
ε
宣
告
し
た
こ
ε
が
あ
る
。
時
敷
に
關
す
る
規
則
（
窪
ぎ
撒
覧
o
）
が

現
在
の
國
際
法
に
て
確
立
し
て
ゐ
な
い
こ
ε
は
否
認
論
者
の
云
ふ
通
り
で
あ
つ
て
、
殊
に
時
敷
に
依
て
穣
原
を
生
ぜ

し
ひ
る
期
聞
に
就
て
は
、
時
敷
の
制
度
を
是
認
す
る
學
者
の
問
に
竜
定
説
な
く
、
ダ
．
ト
リ
蜜
ポ
フ
ィ
，
ル
ド
が
五
十

年
説
を
唱
へ
（
U
＆
ざ
鳩
国
巴
き
O
暮
一
ぎ
胡
9
9
鐸
蜂
富
糞
暮
す
峯
一
〇
〇
島
9
委
＆
匙
O
岩
）
、
フ
ォ
算
シ
書
ユ
が
三
十
年
訟

を
成
す
の
外
（
頴
8
塑
5
窪
α
讐
り
鮮
や
犠
恥
）
は
、
翠
に
事
物
の
現
擬
が
國
際
秩
序
に
適
合
す
る
ε
云
ム
一
般
信
念

を
生
ぜ
し
む
る
に
足
る
だ
け
の
期
間
を
要
す
る
ε
説
く
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
國
際
法
上
の
時
敷
を
認
む
る

に
就
て
之
が
重
大
な
る
訣
織
で
あ
る
こ
ε
は
孚
ふ
を
得
な
い
斯
で
あ
る
。

　
併
し
そ
れ
は
翠
に
規
則
が
な
い
ピ
云
ム
に
愚
ぎ
な
い
。
現
行
國
際
法
で
は
未
だ
時
敷
の
期
問
及
ぴ
條
件
に
就
て
確

立
さ
れ
た
規
則
（
長
9
誌
唯
o
）
は
備
は
ら
な
い
に
し
て
も
、
時
敷
の
原
期
（
ギ
ぎ
覧
o
）
に
至
つ
て
は
古
來
久
し
く
一
般

　
　
　
　
　
7
オ
ク
ラ
ン
ド
島
の
鶴
＝
馳
両
慶
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
国
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7
オ
ク
ラ
ン
ド
島
の
蕗
騰
圃
選
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昌
畿

に
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
學
読
は
勿
論
、
條
約
に
於
て
も
、
國
際
裁
釧
に
於
て
も
、
更
に
政
治
家
の
書
説
、

國
内
裁
判
所
の
釧
決
に
於
て
も
、
之
が
原
則
を
認
め
て
ゐ
る
實
例
は
殆
ど
墨
示
す
る
に
蓬
な
き
を
嘆
ず
る
程
に
無
歎

で
あ
る
。
絃
に
は
フ
ォ
書
シ
3
ユ
が
其
砦
轡
中
に
十
藪
種
の
實
例
を
墨
げ
て
ゐ
る
こ
ぜ
を
指
摘
す
る
に
止
め
て
置
く

（
男
塁
。
猛
5
置
鼻
日
ト
℃
や
蕊
9
蕊
団
）
。
殊
に
南
米
の
英
領
ピ
ヴ
晶
．
矛
ぜ
ラ
間
の
國
境
劃
定
事
件
を
國
際
伸
裁
々

判
に
附
す
る
に
關
し
て
、
一
八
九
七
年
爾
國
間
に
調
印
さ
れ
た
條
約
分
如
き
五
十
年
を
以
て
時
敷
に
依
る
完
全
な
る

権
原
を
生
ず
る
娚
問
ε
協
定
し
て
ゐ
る
例
さ
へ
あ
る
（
い
ぎ
急
契
」
寓
ユ
・
℃
』
鴇
）
。
即
ち
古
楽
の
國
際
法
は
時
敷
の
原

則
を
認
め
て
ゐ
る
に
拘
ら
ず
、
樹
紙
之
を
否
認
す
る
も
の
、
あ
る
の
は
．
暴
寛
こ
れ
が
原
刷
ε
規
則
の
匿
別
を
混
同

し
、
規
則
の
未
だ
備
は
ら
ざ
る
を
見
て
、
原
則
そ
の
も
の
を
排
斥
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
然
も
古
楽
の
國
際
法
に

て
は
規
則
の
未
だ
完
備
せ
ざ
る
k
拘
ら
ず
、
原
則
の
確
認
さ
れ
て
ゐ
る
擁
が
他
に
多
々
存
す
る
≧
ε
を
忘
れ
て
は
な

ら
な
ψ
。
就
中
、
領
海
の
原
則
の
如
き
は
其
最
適
例
で
あ
ら
う
。
即
ち
國
家
版
圖
の
構
成
部
分
ε
し
て
碩
海
を
認
め

な
ψ
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
然
る
に
領
海
の
範
園
に
至
て
は
國
際
法
上
未
だ
確
定
し
た
規
則
ε
繕
す
可
き
も
の

は
な
ψ
。
遣
説
ε
し
て
は
三
海
里
読
が
行
は
れ
、
諸
國
の
法
令
中
に
も
同
檬
の
鏡
が
探
用
さ
れ
て
ゐ
る
け
れ
ざ
も
、

同
時
に
或
は
四
海
里
制
、
六
海
里
制
等
亦
諸
國
の
法
令
叉
は
學
會
の
決
議
（
萬
國
々
際
法
學
會
の
U
八
九
四
年
囲
り

決
議
》
中
に
認
あ
ら
れ
、
先
年
國
際
聯
盟
の
國
際
法
典
編
纂
會
議
に
於
て
は
之
を
定
め
ん
ε
し
て
途
k
失
敗
に
鋸
し
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陀
の
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
ピ
も
箇
海
の
範
園
に
關
し
て
は
、
今
爾
ほ
無
規
則
の
駅
態
で
あ
る
に
鉤
ら
ず
、
領
海
そ

の
も
の
、
存
在
を
原
則
上
否
認
す
る
も
の
は
な
ψ
。
然
る
を
濁
夢
時
敷
に
の
み
其
期
問
又
は
條
件
に
關
す
る
明
確
の

規
則
が
存
在
し
な
い
か
ら
ピ
云
つ
て
、
時
敷
の
原
則
そ
の
も
の
を
も
排
斥
せ
ん
ε
す
る
の
は
偏
見
忙
る
を
菟
か
れ
な

塾
。
ロ
7
タ
3
．
ハ
ク
ト
曰
く
『
國
際
法
に
は
時
敷
の
完
成
に
必
嬰
な
る
期
問
を
定
め
兜
規
則
が
な
い
ε
て
、
或
著
者

遽
が
時
敷
の
探
用
を
否
認
す
る
理
由
は
、
丁
度
國
際
法
に
は
利
牽
ε
共
始
期
に
關
す
る
確
定
規
則
が
な
い
ε
蓉
ふ
理

由
で
、
國
際
々
判
所
が
利
足
の
釧
決
を
爲
す
に
反
封
す
る
議
論
ε
同
様
、
今
日
で
は
排
斥
せ
ら
れ
セ
』
（
ζ
無
の
召
8
ぎ

ギ
凶
轟
需
ピ
四
毛
の
o
塁
8
堕
彗
α
》
蔀
一
〇
讐
畠
o
鴨
同
旨
o
旨
鋒
g
9
い
碧
ぎ
ラ
＝
ざ
ぎ
言
）
。

　
3
　
ボ
マ
警
ロ
イ
は
時
敷
を
否
認
す
る
理
由
ε
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
の
歴
史
に
は
時
敷
を
否
認
せ
る
實
例
が
多
歎

あ
る
ミ
し
》
プ
・
シ
ヤ
が
オ
冒
ス
ト
リ
ヤ
か
ら
シ
レ
ジ
ヤ
を
奪
つ
た
こ
冠
の
外
、
殊
に
民
族
主
義
の
勃
興
は
既
存
の

王
國
を
滅
ぼ
し
た
夕
、
領
地
、
國
鏡
を
痩
更
せ
し
め
た
6
し
た
ε
て
、
イ
タ
リ
ヤ
統
一
そ
の
他
の
例
を
畢
げ
て
ぬ
る

の
で
あ
る
が
、
併
し
時
敷
を
認
め
る
こ
ε
㌧
領
土
が
種
々
の
原
因
に
依
て
鍵
更
せ
ら
れ
る
こ
ε
、
は
少
し
も
矛
盾
す

る
も
の
で
は
な
い
。
蓋
し
時
敷
を
腿
め
る
こ
ε
は
決
し
て
鎮
士
の
不
麓
更
を
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

否
な
時
敷
こ
そ
籏
土
の
愛
更
を
豫
想
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
鎮
土
得
喪
の
一
方
法
だ
る
湧
以
で
あ
る
。

叉
時
敷
に
依
て
取
得
し
泥
旗
土
が
後
日
弛
の
諸
原
因
（
例
へ
ば
征
服
、
譲
渡
等
）
に
依
て
喪
失
せ
ら
れ
る
こ
ε
が
あ
る

　
　
　
　
　
フ
オ
ク
ラ
ン
ド
島
の
爵
風
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昌
軸
昌
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ソ
オ
タ
ラ
ン
ド
騰
の
鯵
属
岡
爆
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

の
は
、
時
敷
を
認
め
る
も
の
、
決
し
て
夢
は
臓
所
で
あ
つ
て
、
時
敷
を
認
め
る
こ
ピ
を
以
て
、
頷
土
の
不
縫
更
を
豫

定
す
る
も
の
、
や
う
に
見
る
の
は
誤
解
で
あ
る
ε
云
は
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
時
敷
の
制
度
は
國
際
秩
序
の
現
駅
を
維
持

す
る
爲
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
ε
鶉
ム
の
は
、
必
ず
し
も
現
駅
を
常
k
永
劫
k
維
持
す
る
爲
で
あ
る
ε
曇
ム
意
味

で
は
な
い
。
時
敷
は
饒
成
の
事
實
を
合
法
化
す
る
k
止
費
ウ
、
將
廉
永
久
に
冠
て
興
曝
實
の
不
縫
更
を
保
障
せ
ん
ε

す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
竃

　
版
圖
取
得
の
一
方
決
ピ
し
て
時
敷
の
原
則
は
、
逡
き
は
グ
ロ
チ
ウ
ス
（
エ
ハ
ニ
竃
年
）
以
禦
、
或
は
少
な
く
建
も
ヅ
ァ
，

ヲ
〃
（
一
七
五
八
年
）
以
來
一
般
に
認
あ
ら
れ
る
所
で
あ
つ
て
、
之
を
否
認
す
る
も
の
は
極
め
て
少
薮
の
學
者
で
あ
る

か
ら
．
例
へ
ば
先
占
の
有
敷
條
件
に
醐
し
て
は
、
國
際
法
登
蓮
の
年
代
に
依
る
幾
多
の
痩
蓬
が
あ
る
も
の
ε
異
参
、

時
敷
の
原
則
k
至
つ
て
は
國
際
法
畿
蓮
の
年
代
k
依
て
其
適
用
を
異
に
す
る
こ
ξ
は
な
塾
。
依
て
今
≧
れ
を
本
論
の

主
題
た
る
フ
ォ
ク
ラ
ソ
ド
島
が
英
領
π
る
所
以
に
適
用
す
る
に
、
同
島
は
英
國
の
輔
八
三
三
年
の
再
占
領
後
．
今
漣

翫
に
百
年
を
脛
邊
し
、
其
問
時
々
元
領
有
者
た
る
ア
〃
ゼ
ソ
チ
ン
か
ら
抗
議
を
試
み
た
る
に
拘
ら
ず
、
嚴
然
た
る
英

國
の
主
権
が
多
年
に
亘
つ
て
間
断
な
く
且
つ
妨
害
な
く
維
持
せ
ら
れ
、
方
．
ペ
ン
ハ
ィ
ム
の
云
ふ
如
く
、
歴
史
的
登
逮

の
カ
の
下
k
事
物
の
現
歌
が
國
際
秩
序
ε
適
合
す
る
も
の
ε
、
夙
に
一
般
の
信
念
を
生
ず
る
に
至
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
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る
か
ら
、
英
領
フ
†
ク
ラ
ソ
ド
島
は
正
し
く
國
際
法
上
の
時
敷
に
依
る
取
得
の
適
例
ね
る
も
の
ε
云
ふ
乞
ξ
が
出
來

る
。
併
し
再
ぴ
問
題
ピ
な
る
の
は
、
同
島
は
一
八
三
三
年
設
で
ア
ル
ゼ
ソ
チ
ン
の
所
領
で
あ
つ
彪
の
を
、
同
年
英
國

が
武
力
を
以
て
略
奪
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
國
際
法
の
時
敷
に
於
て
は
、
其
取
得
の
開
始
が
略
奪
の
暴
力
に
依
る
唱

の
で
も
爾
ほ
且
つ
之
を
有
敷
ピ
す
る
の
で
あ
る
か
ε
去
ム
紬
で
あ
る
。

　
我
民
法
第
百
六
十
二
條
第
一
項
は
『
二
十
年
問
所
有
の
意
思
を
以
て
奉
穏
且
公
然
に
他
人
の
物
を
占
有
し
セ
る
麿

は
其
所
有
穣
を
取
得
す
』
ε
規
定
し
、
『
李
穏
』
に
占
有
し
た
る
こ
ピ
を
以
て
一
要
件
ε
し
て
居
る
。
『
李
穏
』
ε
は
張
暴

に
封
す
る
語
で
あ
る
か
ら
，
暴
行
張
疸
を
以
て
し
セ
着
占
有
に
依
て
は
時
敷
は
完
成
せ
ず
、
從
つ
て
斯
有
櫨
を
取
得

す
る
こ
ご
は
な
い
す
云
ム
解
羅
に
、
我
民
法
學
者
の
設
は
一
致
し
て
ゐ
る
。
叉
同
條
第
二
項
に
『
十
年
問
筋
有
の
意

思
を
以
て
奉
穏
且
公
然
に
他
人
の
不
動
産
を
占
有
し
た
る
者
が
其
占
有
の
始
善
意
に
し
て
且
遇
失
な
か
う
し
ε
き
は

興
不
動
産
の
所
有
権
を
取
得
す
』
ピ
規
定
し
て
ゐ
る
共
斯
謂
『
善
意
』
ピ
は
、
自
己
が
所
有
者
で
あ
る
こ
ε
の
信
念
を
云

ム
の
で
あ
る
。
殊
に
ロ
書
マ
法
の
取
得
時
敷
（
拐
暑
僧
ご
）
に
『
善
意
』
（
ぎ
旨
ま
o
）
を
以
て
其
輔
要
件
ε
し
て
ゐ
る
例

は
、
ロ
ー
マ
法
系
に
驕
ず
る
諸
國
の
民
法
の
取
得
時
致
に
輔
般
に
探
用
せ
ら
る
、
駈
で
あ
る
。
散
に
若
し
是
等
私
法

上
の
時
敷
完
成
の
要
件
を
以
て
、
國
際
法
上
の
時
敷
を
律
す
可
き
も
の
ε
す
れ
ぱ
、
弛
國
の
領
土
を
占
得
す
る
に
『
李

穰
』
叉
は
『
善
意
』
た
る
こ
ビ
を
要
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
略
奪
の
行
爲
を
以
て
し
π
も
の
は
時
敷
k
騨
へ
て
合
法
に

　
　
　
　
　
7
オ
ク
ラ
ン
ド
曲
勘
の
師
陣
鳳
概
盟
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
呂
五
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7
オ
ク
ラ
ソ
ド
島
の
鯵
罵
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

取
得
す
る
こ
ε
は
出
奈
な
い
も
の
で
あ
る
。
少
敷
の
國
際
法
學
者
中
、
不
遣
徳
の
行
爲
を
以
て
し
た
占
得
に
封
し
て

は
時
敷
は
植
原
を
附
與
し
な
い
ε
鶉
ふ
も
の
が
あ
る
の
も
、
ロ
蓄
マ
法
以
奈
の
主
義
を
奉
ず
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

然
る
に
大
多
歎
の
學
者
は
英
最
初
の
原
因
の
何
た
る
を
問
は
ず
、
爾
後
永
年
そ
の
上
k
主
椹
を
行
ム
ε
き
は
、
時
敷

に
依
て
餌
土
を
取
得
す
る
も
の
ε
解
し
、
古
來
國
際
法
學
読
の
大
勢
を
成
し
て
ゐ
る
。
蓋
し
國
際
法
に
於
け
る
時
敷

制
度
の
目
的
は
永
年
確
立
せ
る
國
際
擬
態
の
掩
飢
を
防
止
す
る
こ
ε
を
以
て
主
眼
ε
す
る
の
で
あ
つ
て
、
共
原
因
に

渤
つ
て
正
不
正
を
問
ム
ε
き
は
國
際
秩
序
の
安
定
を
覆
へ
す
に
至
る
か
ら
で
あ
る
。
叉
國
内
法
に
於
て
時
敷
の
制
度

が
認
め
ら
れ
る
の
竜
、
畢
寛
そ
の
主
た
る
目
的
は
穫
利
の
安
定
ピ
孚
訴
の
防
止
で
あ
つ
て
、
『
時
敷
は
訴
訟
に
維
を
皆

げ
し
む
る
爲
に
設
け
ら
れ
た
る
も
の
な
う
』
（
q
。
。
‘
8
覧
0
8
器
馨
縄
鉾
畠
辟
暮
鋳
碧
騨
謹
窟
9
嘗
雛
留
の
o
曽
）
ε
云
ひ
、

『
永
き
占
有
は
李
安
の
法
な
り
』
（
h
9
鵯
℃
8
u
窃
昏
o
警
唱
碧
一
和
臨
一
垢
）
ε
云
へ
る
も
の
、
實
に
時
敷
法
の
眞
精
騨
で
あ

る
如
く
、
國
際
法
の
時
敷
も
距
し
く
鼓
に
英
重
鮎
を
置
く
の
で
あ
る
か
ら
、
國
内
法
、
國
際
法
ε
も
に
其
目
的
精
紳

は
哺
で
あ
る
。
た
讐
國
際
法
の
時
敷
に
國
内
法
ε
同
檬
な
る
完
成
條
件
を
要
し
な
い
ε
す
る
の
は
、
國
家
聞
に
於
て

は
其
原
因
の
正
不
正
よ
ウ
も
專
ら
既
成
の
事
實
に
蝶
て
梅
利
の
安
定
ξ
秩
序
の
確
立
を
期
す
る
≧
ε
を
主
ξ
す
る
か

ら
で
あ
る
（
霞
箋
」
旨
o
言
鮭
9
匙
望
ヨ
℃
●
尽
曾
o
o
爵
a
．
）
。
　
輔
國
が
武
力
を
以
て
仙
國
の
意
思
を
張
制
し
て
成
れ

る
講
和
條
約
が
、
合
意
の
有
敷
を
認
め
ら
れ
る
の
ε
同
一
の
理
由
に
依
る
も
の
で
あ
る
。
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即
ち
國
際
法
上
、
版
圖
取
得
の
輔
方
法
ε
し
て
の
時
敷
に
は
、
之
を
取
得
す
る
最
初
に
於
け
る
意
思
の
善
悪
、
手

段
の
正
不
正
は
全
然
問
題
π
る
も
の
で
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
其
始
め
池
國
δ
顧
土
を
略
奪
し
た
も
の
で
あ
つ
て
も
、

其
後
永
年
に
亘
つ
て
其
上
に
自
國
の
主
穂
を
有
敷
に
行
ム
に
於
て
は
、
合
法
に
領
有
櫨
を
有
す
る
に
至
る
こ
ε
、
大

多
敷
の
學
者
の
読
が
一
般
に
支
持
す
る
所
で
あ
惹
。
オ
．
ペ
ン
ハ
ィ
ム
が
『
例
へ
ば
或
島
が
既
歳
飽
國
に
依
て
占
領

せ
ら
れ
て
わ
る
こ
ピ
を
承
知
し
な
が
ら
、
或
國
が
先
占
の
名
の
下
に
最
初
悪
意
に
て
其
島
を
占
餌
し
た
る
に
拘
ら
ず
、

永
年
≧
れ
を
保
有
す
る
其
間
に
、
前
領
有
者
が
抗
議
を
中
止
し
、
途
k
は
獣
し
て
主
張
を
断
念
す
る
に
至
ら
ば
、
共

事
物
の
現
釈
を
以
て
國
際
秩
序
に
適
合
す
る
も
の
ε
す
る
の
信
念
が
、
國
際
團
鰹
内
に
行
は
れ
る
に
至
る
』
（
○
箸
9
、

嘗
ざ
」
寓
阜
ぎ
一
」
”
サ
轟
8
）
ε
曇
へ
る
も
の
は
、
通
説
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
言
は
直
に
移
し
て

以
て
フ
ォ
ク
ラ
ン
ド
島
が
合
法
に
英
領
π
る
に
至
れ
る
國
際
法
上
の
理
由
を
説
明
す
る
に
足
る
。
英
國
は
同
島
が
現

に
ア
〃
ゼ
ソ
チ
ソ
鎮
ね
る
ヒ
電
を
承
知
し
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
の
に
、
蝋
八
三
三
年
武
力
に
依
て
占
領

し
て
以
奈
、
屡
亀
ア
〃
ゼ
ソ
チ
ン
政
府
の
抗
議
あ
る
も
取
合
は
ず
、
途
に
同
國
が
其
主
張
を
断
念
す
る
に
及
ん
で
、
フ
零

ク
ラ
ソ
ド
島
の
現
訣
は
、
國
際
問
k
共
英
顧
k
靡
し
た
る
≧
ε
を
承
認
せ
ら
る
、
に
至
つ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
（

　
併
し
國
際
法
上
の
時
敷
に
は
其
完
成
夏
件
中
に
、
最
初
の
原
因
の
如
何
は
之
を
問
は
な
い
に
し
て
も
、
時
数
が
有

　
　
　
　
　
，
オ
ク
，
ン
ド
欝
の
躍
燈
弼
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嵩
七
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7
オ
タ
ラ
y
ド
陶
の
麟
”
騰
問
鰯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
凡

敷
k
完
成
す
る
爲
に
は
一
定
の
要
件
を
具
備
せ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
即
ち
時
敷
に
依
る
版
圃
の
取
得
は
一
定
の
裏
件
を

具
備
す
る
之
ピ
に
依
て
の
み
有
敷
で
あ
る
。
尤
も
其
要
件
の
箇
條
に
就
て
は
學
者
の
間
に
定
詮
を
敏
き
、
ブ
ル
ソ
チ
晶

り
奮
の
如
く
前
以
て
要
件
を
定
め
る
こ
ε
は
出
來
な
い
ε
唱
ふ
る
も
の
さ
へ
あ
る
（
国
琵
§
誤
℃
U
§
鍮
纂
睾
糞
び
壼
一

8
自
5
か
｝
義
畠
o
お
o
）
。
然
れ
ご
も
從
禦
の
學
者
の
所
詮
、
國
際
裁
鋼
所
の
到
決
、
國
際
委
員
會
の
報
魯
等
の
中
に

現
は
れ
た
所
を
綜
合
す
る
に
、
時
敷
が
有
敷
な
る
爲
に
は
少
な
く
ピ
竜
四
要
件
を
具
備
せ
ね
ぱ
な
ら
ね
竜
の
ピ
云
ひ

得
る
。

　
1
　
共
土
地
の
上
に
主
梅
を
行
ふ
こ
ビ
を
要
す
i
凡
そ
國
家
の
版
圃
ε
は
共
岡
家
の
主
穫
が
行
は
る
、
塞
問
的

範
園
で
あ
る
か
ら
、
或
土
地
が
麟
國
の
領
土
た
る
爲
に
は
共
上
に
該
國
家
の
主
擁
が
行
は
る
、
事
實
が
な
け
れ
ば
な

ら
臓
。
輔
國
の
版
圃
内
に
仙
國
の
権
利
が
行
は
る
㌧
．
例
は
多
々
あ
る
。
例
へ
ぱ
職
時
敵
地
を
占
鎮
す
る
場
合
に
、
其

敵
地
の
上
に
占
頭
國
の
或
櫃
力
が
行
は
れ
る
の
で
あ
る
が
。
然
竜
其
槽
力
は
主
櫻
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
主
権
の
行

使
は
各
種
の
方
法
に
依
る
版
圃
取
得
に
伜
ふ
共
通
の
要
件
で
あ
つ
て
、
版
圖
の
取
待
を
以
て
一
に
主
穫
の
取
得
ε
総

せ
ら
る
、
斯
以
で
あ
る
。
時
敷
に
依
て
版
圖
を
取
得
す
る
も
の
が
、
叉
そ
の
上
に
自
國
の
主
槽
を
行
ふ
て
居
ら
ね
ぱ

な
ら
孤
ε
す
る
所
以
で
あ
る
。

　
2
　
永
年
主
権
を
行
ふ
こ
ε
を
要
す
ー
本
凍
時
数
は
時
の
経
過
に
依
て
梅
利
を
取
得
す
る
一
穫
原
で
あ
る
か



（齢）

ら
、
時
敷
が
有
敷
に
成
立
す
る
爲
に
叫
定
の
期
問
を
経
遍
す
る
ヒ
ε
を
要
す
可
き
は
曇
ム
設
で
も
な
い
。
然
る
に
國

内
法
に
は
明
丈
を
以
て
其
期
問
を
法
定
す
る
に
反
し
、
國
際
法
に
は
之
を
定
め
た
も
の
は
な
い
。
一
二
の
學
者
の
私

見
叉
は
一
二
の
國
際
實
例
中
時
敷
に
依
て
版
圖
を
取
得
す
る
に
要
す
る
年
限
を
明
示
し
た
も
の
が
あ
る
こ
ε
は
既
記

の
通
う
で
あ
る
が
、
固
よ
う
國
際
法
の
規
則
た
る
も
の
で
は
な
い
。
畢
覧
年
限
の
問
題
は
事
實
の
問
題
に
囑
ず
る
も

の
ピ
し
て
、
蹄
．
ペ
ソ
ハ
イ
ム
の
読
の
如
く
、
事
物
の
現
駅
が
國
際
秩
存
ε
逡
合
す
る
も
の
ε
の
U
般
的
信
念
を
生

ず
る
に
至
る
だ
け
の
期
間
を
経
渦
す
る
≧
ε
を
要
す
ε
云
ム
の
外
は
な
い
。

　
3
　
問
断
な
く
且
つ
妨
害
な
く
主
権
が
行
は
る
、
こ
ε
を
要
す
i
永
年
主
梅
を
行
ふ
ε
は
串
し
な
が
ら
、
例
へ

ば
其
問
に
元
領
有
者
か
ら
奪
還
さ
れ
た
ウ
、
叉
は
土
着
民
か
ら
追
幽
さ
れ
た
ウ
し
て
、
主
穫
の
行
使
を
中
漸
す
る
や

う
な
こ
ε
が
績
き
、
又
は
主
権
の
存
在
が
動
．
竜
す
れ
ば
動
揺
す
る
や
う
な
こ
ε
が
屡
，
綾
登
し
て
は
、
主
穫
を
維
持

す
る
の
事
實
ば
認
あ
ら
れ
な
ψ
の
で
あ
る
か
ら
、
斯
か
る
不
安
の
駅
懇
の
存
績
す
る
限
ク
、
未
だ
版
圖
ε
し
て
取
得

す
る
の
椹
原
を
生
じ
な
い
。
問
駈
な
く
且
つ
妨
害
な
く
主
穫
が
維
持
せ
ら
る
、
こ
ε
に
依
て
、
主
穫
存
立
の
事
實
が

睡
明
せ
ら
れ
、
箆
覆
明
k
依
て
其
土
地
が
一
國
の
版
圖
た
る
椹
原
が
確
認
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
4
　
公
然
主
椹
を
行
ふ
こ
ε
を
要
す
ー
i
絶
國
の
領
土
の
上
k
事
實
上
主
権
を
行
ム
ε
云
ふ
ε
雛
も
、
之
を
行
ム

こ
ε
隠
秘
に
し
て
其
國
を
し
て
知
ら
し
め
な
ψ
や
う
な
主
穫
の
行
使
は
、
以
て
時
敷
の
有
敷
な
る
主
張
た
る
を
得
な

　
　
　
　
　
7
オ
〃
ラ
ン
ド
島
の
露
罵
周
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
冤
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7
オ
ク
ラ
y
ド
島
の
麟
髄
閃
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
謹
O

塾
。
本
來
の
傾
有
國
を
し
て
其
領
有
梅
を
保
全
す
る
爲
に
、
之
に
封
し
必
要
な
る
手
段
を
軌
る
の
機
會
だ
け
は
有
せ

し
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
然
ら
ざ
れ
ぱ
他
國
の
穫
利
を
侵
す
も
の
を
不
當
に
保
護
す
る
こ
ε
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
権

利
あ
る
も
の
を
し
て
自
ら
其
権
利
を
保
全
す
る
手
段
を
執
る
ヒ
ε
を
得
せ
し
め
。
然
竜
保
全
を
怠
る
ε
き
叉
は
自
ら

保
全
す
る
こ
ε
能
は
ざ
る
に
至
る
ε
き
、
國
際
法
は
始
め
て
権
利
の
保
護
を
見
棄
て
る
の
で
あ
る
。
即
ち
権
利
あ
る

も
の
を
し
て
自
ら
其
穫
利
を
保
全
す
る
ヒ
ピ
を
得
せ
し
む
る
の
趣
意
に
於
て
、
時
敷
が
有
敷
に
或
立
す
る
爲
に
は
取

得
國
の
主
横
が
公
然
行
は
れ
て
ゐ
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
ピ
す
る
所
以
で
あ
る
。
更
に
今
一
の
理
由
は
、
事
物
の
現
駅
が

國
際
秩
序
ε
適
合
す
る
も
の
ε
の
一
般
的
信
念
を
生
ず
る
に
至
る
爲
に
は
．
主
権
の
行
使
が
公
知
の
事
實
電
な
ら
な

け
れ
ば
な
ら
孤
織
に
在
る
。
其
公
知
の
事
實
ε
な
る
に
は
主
梅
は
公
然
行
は
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。

　
以
上
の
要
件
の
箇
々
の
理
由
ε
解
羅
k
就
て
は
、
必
ず
し
も
學
説
が
噌
致
し
て
居
る
置
は
申
さ
霞
け
れ
ご
も
、
大

燈
龍
於
て
時
敷
が
有
敷
に
成
立
す
る
爲
に
要
す
る
條
件
の
主
な
る
も
の
を
叢
し
π
ε
信
ず
る
。
而
し
て
是
等
の
條
件

を
再
び
フ
ォ
ク
ラ
ソ
ド
島
事
件
に
適
用
す
る
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ラ
ウ
ン
ヤ
コ
ロ
ニ
さ

　
1
　
英
國
は
少
な
く
定
も
一
八
四
三
年
同
島
を
天
領
糖
民
地
に
編
入
し
、
ス
タ
ン
レ
聖
港
に
政
塵
を
置
き
た
る
以

來
．
英
國
の
主
穫
を
行
ム
も
の
ε
離
あ
ら
る
、
事
實
。

　
2
　
右
一
八
四
三
年
か
ら
起
算
す
れ
ぱ
今
日
ま
で
九
十
年
の
永
き
に
亘
つ
て
主
穰
を
行
ふ
て
ゐ
る
事
實
。
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3
　
ア
〃
ゼ
ソ
チ
ソ
は
最
初
数
同
無
力
な
る
抗
議
を
試
み
た
こ
ε
が
あ
つ
た
け
れ
ご
も
、
久
し
か
ら
ず
し
て
主
張

を
駈
念
し
た
の
で
、
英
國
の
主
穫
は
爾
來
間
断
な
く
且
つ
妨
書
な
く
行
は
れ
て
ゐ
る
事
實
。

　
4
　
フ
ォ
ク
ラ
ソ
ド
島
の
上
に
英
國
が
主
椹
を
行
ひ
、
名
實
ピ
も
に
英
領
た
る
魏
状
は
世
界
に
公
知
の
事
實
た
る

≧
建
o

　
以
上
の
事
貸
k
照
し
て
、
フ
ォ
ク
ラ
ソ
ド
島
は
其
始
め
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
か
ら
略
奪
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
k
も
拘

ら
ず
、
時
敷
の
有
敷
な
る
成
立
に
依
て
、
今
や
嚴
然
陀
る
英
國
斯
領
の
一
植
民
地
た
る
に
至
つ
陀
の
で
あ
る
。
ア
ル

ゼ
ソ
チ
ン
が
世
界
大
載
k
始
終
中
立
で
沌
う
し
、
途
に
滲
戦
し
な
か
つ
た
の
は
、
本
問
題
に
關
す
る
封
英
怨
恨
の
域

情
を
今
荷
ほ
去
ら
ざ
る
爲
で
あ
る
建
繕
せ
ら
れ
（
o
o
8
毒
詳
H
忌
巽
審
ぎ
養
一
冨
～
ラ
奮
o
）
、
叉
ア
〃
ゼ
ン
チ
ン
出
版

の
世
界
地
圏
k
は
英
領
た
る
こ
電
を
否
認
す
る
記
載
が
あ
つ
た
庭
で
、
最
早
や
跳
饒
成
の
箏
實
を
動
か
す
こ
ε
は
出

來
な
塾
。
但
し
其
途
に
英
碩
た
る
に
至
つ
た
時
敷
の
起
算
時
日
ピ
完
成
時
圓
を
正
確
に
す
る
十
分
の
費
料
を
手
に
せ

ざ
る
≧
虐
を
遺
械
冠
す
る
o

　
多
数
の
國
際
法
醸
者
中
、
フ
ォ
ク
ラ
ソ
ド
島
の
離
属
問
題
に
就
て
確
麗
を
成
し
た
る
も
の
を
登
見
し
な
い
。
殆
ど

皆
の
醸
者
の
説
は
慶
昧
で
あ
る
ε
詐
し
て
宜
し
い
。
此
間
に
在
う
て
兎
に
角
に
明
白
に
時
数
説
を
執
る
も
の
は
、
余

の
知
る
限
多
k
於
て
た
讐
フ
晶
ン
ウ
4
リ
ク
叫
人
を
見
る
だ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
7
オ
ク
，
ン
ド
轟
の
厳
腸
陽
選
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
冒
二



ぐ訟》

　
　
　
　
フ
脅
ク
ラ
γ
ド
島
の
蕪
風
問
纏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

『
フ
ォ
ク
ラ
ソ
ド
島
事
件
は
法
律
上
並
に
事
賞
上
種
々
の
難
問
題
を
提
起
し
た
。
溶
ペ
イ
ソ
も
英
國
も
共
に
登
見
に

依
る
権
原
を
主
張
し
、
前
者
は
ヴ
轟
ス
プ
チ
ャ
ス
、
後
者
は
ド
レ
，
キ
及
び
ホ
ウ
尋
ン
ス
に
依
て
螢
見
さ
蔚
た
も
の

ε
す
る
の
で
あ
る
が
、
其
最
初
の
移
住
は
一
七
六
四
年
フ
ラ
γ
ス
の
名
に
於
て
行
は
れ
た
も
の
㌧
如
く
、
此
フ
ラ
γ

ス
の
権
利
は
一
七
六
七
年
ス
ペ
イ
ソ
に
移
韓
さ
れ
た
。
斯
か
る
問
に
輔
七
六
五
年
英
國
の
名
に
於
て
同
島
は
正
式

に
占
頭
せ
ら
れ
、
次
で
一
七
七
一
年
ス
ペ
イ
ソ
は
主
灌
に
關
し
て
留
保
す
る
こ
ε
な
く
之
を
英
國
の
領
有
に
委
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
さ
ク
メ
　
　
シ
グ
ナ
ル
ス

た
。
然
る
に
今
度
は
英
國
が
三
年
後
k
至
つ
て
同
島
か
ら
撤
兵
し
、
其
跡
に
領
有
の
記
謹
ぜ
標
謹
ε
を
淺
し
て
盤

い
た
。
典
後
ス
ペ
イ
ン
の
占
領
が
一
八
一
〇
年
設
ぞ
績
き
、
そ
れ
か
ら
ペ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
政
府
が
占
領
を
縫
い
だ

の
で
あ
る
が
、
一
八
三
三
年
英
國
の
屡
疸
の
下
に
撤
逞
し
た
以
後
、
英
國
は
時
敷
に
依
て
明
白
な
る
永
久
の
穫
原

な
る
唱
の
を
取
得
し
陀
の
で
あ
る
（
日
密
犀
置
昌
ぎ
需
碧
ρ
鼠
憧
亀
芝
嘆
奮
＆
篤
旨
≦
疑
暮
厨
＆
乱
藁
畠
自
陰
や
聴
ー

慧
程
o
蕊
捧
一
。
）
。
英
國
が
多
年
同
島
を
放
棄
し
、
ス
ペ
ィ
ソ
が
現
實
に
之
を
占
鱒
し
た
る
に
拘
ら
ず
．
其
聞
英
國

は
同
島
に
封
し
て
正
嘗
に
権
原
を
保
有
す
る
も
の
ε
主
張
し
得
る
や
否
や
に
就
て
は
、
當
時
の
國
際
法
も
叉
現
時

の
國
際
法
で
も
、
明
確
な
る
答
を
輿
ム
る
こ
ε
は
出
楽
な
い
問
題
で
あ
る
』
（
閏
9
慧
鼻
』
纂
窪
毒
轡
轟
一
ピ
貧
3
署
●

鴇
斜
∪
騎
蕊
）
馴
（
絡
）


